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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠位部分および近位部分を有しているチューブ状部材を備えている血管内プロテーゼ送
り届けデバイスであり、前記遠位部分は、複数の周囲リングによって定められた多孔表面
を有しており、複数の隣接対の周囲リングは、少なくとも一つの縦ストラットによって相
互連結されており、前記多孔表面は、前記近位部分から前記遠位部分への方向に、単一の
周囲リングの反対側に連結された縦ストラットの間に縦ストラット周囲幅の減少勾配を備
えており、前記遠位部分に取り付けられた血管内プロテーゼ連結部分をさらに備えており
、前記血管内プロテーゼ連結部分は、第一の細長いセクションと第二の細長いセクション
を備えている一対の細長いセクションを備えている、血管内プロテーゼ送り届けデバイス
。
【請求項２】
　各周囲リングは、交互の山と谷を備えている、請求項１に記載の血管内プロテーゼ送り
届けデバイス。
【請求項３】
　前記少なくとも一つの縦ストラットは、第一の周囲リングの第一の谷を、第一の周囲リ
ングに隣接している第二の周囲リングの第二の谷に連結している、請求項２に記載の血管
内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項４】
　前記第一の周囲リングと前記第二の周囲リングはおのおの、二対のみの交互の山と谷を
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備えている、請求項３に記載の血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項５】
　各谷に対して縦ストラットを備えている、請求項２に記載の血管内プロテーゼ送り届け
デバイス。
【請求項６】
　前記第一の周囲リングまたは前記第二の周囲リングの各対の交互の山と谷に対して単一
縦ストラットだけを備えている、請求項４に記載の血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項７】
　（ｉ）前記第一の周囲リングと前記第二の周囲リングはおのおの、一対の交互の山と谷
を備えており、（ｉｉ）前記第一の周囲リングと前記第二の周囲リングを二つの縦ストラ
ットが相互連結している、請求項３に記載の血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項８】
　（ｉ）前記複数の周囲リングは、第一の周囲リングと、前記第一の周囲リングから軸方
向に離間した第二の周囲リングと、前記第二の周囲リングから軸方向に離間した第三の周
囲リングを備えているおり、（ｉｉ）前記第一の周囲リングと前記第三の周囲リングは、
前記チューブ状部材の直径の約１７５％から約２２５％までの範囲内にある距離で離間し
ている、請求項２に記載の血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項９】
　（ｉ）前記多孔表面は、近位多孔部分と、前記近位多孔部分の遠位に配置された遠位多
孔部分を有しており、（ｉｉ）本血管内プロテーゼ送り届けデバイスは、前記遠位多孔部
分に配置された第一の縦ストラットと、前記近位多孔部分に配置された第二の縦ストラッ
トを備えており、ただし、前記第一の縦ストラットの第一の縦ストラット周囲幅は、前記
第二の縦ストラットの第二の縦ストラット周囲幅よりも小さい、請求項１に記載の血管内
プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項１０】
　前記遠位多孔部分に配置された第一の周囲リングと、前記近位多孔部分に配置された第
二の周囲リングを備えており、前記第一の周囲リングの第一の軸方向幅は、前記第二の周
囲リングの第二の軸方向幅よりも小さい、請求項９に記載の血管内プロテーゼ送り届けデ
バイス。
【請求項１１】
　前記遠位多孔部分に配置された第一の一対の隣接周囲リングと、前記近位多孔部分に配
置された第二の一対の周囲リングを備えており、ただし、前記第一の一対の隣接周囲リン
グの間の第一の最小距離は、前記第二の一対の隣接周囲リングの間の第二の最小距離より
も大きい、請求項９に記載の血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項１２】
　前記遠位多孔部分に配置された第一の一対の隣接周囲リングと、前記近位多孔部分に配
置された第二の一対の隣接周囲リングを備えており、ただし、前記第一の一対の隣接周囲
リングの間の第一の最大距離は、前記第二の一対の隣接周囲リングの間の第二の最大距離
よりも大きい、請求項９に記載の血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項１３】
　前記第一の細長いセクションと前記第二の細長いセクションのおのおのは、血管内プロ
テーゼへの連結のための中間セクションおよび遠位セクションを備えている、請求項１に
記載の血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項１４】
　前記中間セクションおよび前記遠位セクションは、互いに対して角度が付けられている
、請求項１３に記載の血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項１５】
　前記第一の細長いセクションは、それの遠位端に配置された血管内プロテーゼ第一取り
付け部分を備えている、請求項１に記載の血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項１６】
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　前記血管内プロテーゼ第一取り付け部分は、血管内プロテーゼに配置された第一の雄雌
連結システムの第二の半体を受けるための前記第一の雄雌連結システムの第一の半体を備
えている、請求項１５に記載の血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項１７】
　前記第一の雄雌連結システムの前記第一の半体は、第一の雌部分を備えており、前記第
一の雄雌連結システムの前記第二の半体は、第一の雄部分を備えている、請求項１６に記
載の血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項１８】
　前記第一の雄雌連結システムの前記第一の半体と前記第二の半体は、第一の血管内プロ
テーゼ取り外し部材を受けるように構成されている、請求項１６に記載の血管内プロテー
ゼ送り届けデバイス。
【請求項１９】
　前記第一の血管内プロテーゼ取り外し部材は、第一のワイヤー部材を備えている、請求
項１８に記載の血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項２０】
　前記第一の細長い部分と前記第二の細長い部分は、実質的に等しい縦全長を有している
、請求項１に記載の血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項２１】
　遠位部分および近位部分を有しているチューブ状部材を備えている血管内プロテーゼ送
り届けデバイスであり、前記遠位部分は、複数の周囲リングによって定められた多孔表面
を有しており、複数の隣接対の周囲リングは、少なくとも一つの縦ストラットによって相
互連結されており、前記多孔表面は、前記近位部分から前記遠位部分への方向に、単一の
周囲リングの反対側に連結された縦ストラットの間に縦ストラット周囲幅の減少勾配を備
えており、前記遠位部分に取り付けられた血管内プロテーゼ連結部分をさらに備えており
、前記血管内プロテーゼ連結部分は、第一の細長いセクションと第二の細長いセクション
を備えており、各細長いセクションは、血管内プロテーゼへの連結のための中間セクショ
ンおよび遠位セクションを備えており、前記第一の細長いセクションは、それの遠位端に
配置された血管内プロテーゼ第一取り付け部分を備えており、前記血管内プロテーゼ第一
取り付け部分は、前記血管内プロテーゼに配置された第一の雄雌連結システムの第二の半
体を受けるための前記第一の雄雌連結システムの第一の半体を備えている、血管内プロテ
ーゼ送り届けデバイス。
【請求項２２】
　（ｉ）各周囲リングは、交互の山と谷を備えており、（ｉｉ）前記少なくとも一つの縦
ストラットは、第一の周囲リングの第一の谷を、第一の周囲リングに隣接している第二の
周囲リングの第二の谷に連結している、請求項２１に記載の血管内プロテーゼ送り届けデ
バイス。
【請求項２３】
　遠位部分および近位部分を有しているチューブ状部材を備えている血管内プロテーゼ送
り届けデバイスであり、前記遠位部分は、複数の周囲リングによって定められた多孔表面
を有しており、複数の隣接対の周囲リングは、少なくとも一つの縦ストラットによって相
互連結されており、前記多孔表面は、前記近位部分から前記遠位部分への方向に、単一の
周囲リングの反対側に連結された縦ストラットの間に縦ストラット周囲幅の減少勾配を備
えているおり、前記遠位部分に取り付けられた血管内プロテーゼ連結部分をさらに備えて
おり、
　（ｉ）各周囲リングは、交互の山と谷を備えており、
　（ｉｉ）前記少なくとも一つの縦ストラットは、第一の周囲リングの第一の谷を、第一
の周囲リングに隣接している第二の周囲リングの第二の谷に連結しており、
　（ｉｉｉ）前記第一の周囲リングと前記第二の周囲リングはおのおの、二対のみの交互
の山と谷を備えており、
　（ｉＶ）前記血管内プロテーゼ連結部分は、第一の細長いセクションと第二の細長いセ
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クションを備えており、各細長いセクションは、血管内プロテーゼへの連結のための中間
セクションおよび遠位セクションを備えており、前記第一の細長いセクションは、それの
遠位端に配置された血管内プロテーゼ第一取り付け部分を備えており、前記血管内プロテ
ーゼ第一取り付け部分は、前記血管内プロテーゼに配置された第一の雄雌連結システムの
第二の半体を受けるための前記第一の雄雌連結システムの第一の半体を備えている、血管
内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項２４】
　遠位部分および近位部分を有しているチューブ状部材を備えている血管内プロテーゼ送
り届けデバイスであり、前記遠位部分は、複数の周囲リングによって定められた多孔表面
を有しており、複数の隣接対の周囲リングは、少なくとも一つの縦ストラットによって相
互連結されており、前記多孔表面は、前記近位部分から前記遠位部分への方向に、単一の
周囲リングの反対側に連結された縦ストラットの間に縦ストラット周囲幅の減少勾配を備
えており、前記遠位部分に取り付けられた血管内プロテーゼ連結部分をさらに備えており
、前記血管内プロテーゼ連結部分は、第一の細長いセクションと第二の細長いセクション
を備えており、各細長いセクションは、血管内プロテーゼへの連結のための中間セクショ
ンおよび遠位セクションを備えており、前記第一の細長いセクションは、それの遠位端に
配置された血管内プロテーゼ第一取り付け部分を備えており、前記血管内プロテーゼ第一
取り付け部分は、前記血管内プロテーゼに配置された第一の雄雌連結システムの第二の半
体を受けるための前記第一の雄雌連結システムの第一の半体を備えている、血管内プロテ
ーゼ送り届けデバイス。
【請求項２５】
　（ｉ）前記多孔表面は、近位多孔部分と、前記近位多孔部分の遠位に配置された遠位多
孔部分を有しており、（ｉｉ）本血管内プロテーゼ送り届けデバイスは、前記遠位多孔部
分に配置された第一の縦ストラットと、前記近位多孔部分に配置された第二の縦ストラッ
トを備えており、ただし、前記第一の縦ストラットの第一の縦ストラット周囲幅は、前記
第二の縦ストラットの第二の縦ストラット周囲幅よりも小さい、請求項２４に記載の血管
内プロテーゼ送り届けデバイス。
【請求項２６】
　各周囲リングは、交互の山と谷を備えており、前記少なくとも一つの縦ストラットは、
第一の周囲リングの第一の谷を、第一の周囲リングに隣接している第二の周囲リングの第
二の谷に連結している、請求項２４に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
【発明の詳細な説明】
【関連出願への相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１１年４月２９日におのおの提出された仮特許出願Ｓ．Ｎ．６１／４５
７，６０４およびＳ．Ｎ．６１／４５７，６０５の３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９（ｅ）の下
の利益を請求し、それらのおのおのの内容は参照によってここに組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　その側面の一つにおいて、本発明は、血管内プロテーゼに関する。その側面の別の一つ
において、本発明は、患者の動脈瘤を治療する方法に関する。その側面の別の一つにおい
て、本発明は、血管内プロテーゼ送り届けデバイスに関する。本発明の別の側面は、本明
細書を手にしているこの分野の当業者には明らかであろう。
【背景技術】
【０００３】
　この分野で知られているように、動脈瘤は、動脈の壁の外部への異常な膨らみである。
場合によっては、膨らみは、動脈から全方向に外部への滑らかな膨らみの形をしているこ
とがあり、これは「紡錘状動脈瘤」として知られている。別の場合では、膨らみは、動脈
の分枝点または動脈の一方の側から生じている嚢の形をしていることがあり、これは「嚢
状動脈瘤」として知られている。



(5) JP 6054374 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

【０００４】
　動脈瘤は、身体のあらゆる動脈に起こり得るが、通常は脳内に起こり、そのことは卒中
の発生をもたらす。脳内に起こるほとんどの嚢状動脈瘤は、脳血管から延び、管から突出
した小袋の中に広がっている首を有している。
【０００５】
　そのような動脈瘤によって引き起こされる問題は、いくつかの異なる仕方で起こり得る
。たとえば、もし動脈瘤が破裂すると、血液が脳またはクモ膜下腔（すなわち脳を緊密に
取り囲んでいる腔）に入る。後者は、動脈瘤クモ膜下出血として知られている。これには
、吐き気、嘔吐、複視、頚部硬直および失神の症状の一つ以上が続く。動脈瘤クモ膜下出
血は、緊急治療を必要とする緊急健診状況である。実に、その状況にある患者の１０～１
５％は、治療のための病院に到着する前に死ぬ。その状況にある患者の５０％以上は、出
血後、最初の３０日以内に死ぬ。生き残った患者のうち、ほぼ半分は、永久の卒中に苦し
む。これらの卒中のいくつかは、クモ膜下出血によって誘導された脳管の血管攣縮からの
出血そのものから１ないし２週間に起こる。動脈瘤はまた、これはそれほど一般的ではな
いけれども、出血に関連しない問題を引き起こすことがある。たとえば、動脈瘤は、それ
自体の内部の血塊を形成し、それは動脈瘤から剥がれ落ちて下流に運ばれ、それは、卒中
（たとえば虚血性卒中）を引き起こす動脈枝を妨害する潜在性を有している。さらに、動
脈瘤はまた、神経を圧迫したり（これは、一方の目または顔の麻痺または知覚異常を招く
潜在性を有している）、隣接脳を圧迫したり（これは、発作を招く潜在性有している）す
る。
【０００６】
　動脈瘤、特に脳動脈瘤の潜在的決定的結果が与えられ、技術は、さまざまなアプローチ
を使用して、動脈瘤の治療に応えた。
【０００７】
　一般に、動脈瘤は、外科技術を使用して血管の外部から、または血管内技術を使用して
内部から治療され得る（後者は、介入性（すなわち非外科的）技術の幅広い見出しに入る
）。
【０００８】
　外科技術は、通常、それを通して脳に直接に手術をする道具を外科医が挿入できる患者
の頭蓋への開口の形成を必要とする開頭を含んでいる。一つのアプローチでは、動脈瘤が
発生している管を露出させるために脳が引き込まれ、それから、外科医が、動脈瘤の首を
横切ってクリップを置き、それによって、動脈血が動脈瘤を入るのを防止する。動脈瘤に
塊がある場合、クリップはまた塊が動脈に入ることを防止し、卒中の発生を除去する。ク
リップの正確な配置後、動脈瘤は数分で消滅する。外科技術は動脈瘤の最も一般的な治療
法である。残念ながら、これらの症状を治療するための外科技術は、患者に対して高い危
険性を内包している大手術と見なされており、また手術を生き抜く見込みがしっかりある
強さを患者が有していることを必要とする。
【０００９】
　上に論じられたように、血管内技術は非外科的技術であり、一般に、カテーテル送り届
けシステムを使用して、血管造影スーツでおこなわれる。明確には、既知の血管内技術は
、動脈血が動脈瘤に入るのを防止する材料を動脈瘤に詰めるためにカテーテル送り届けシ
ステムを使用することを含んでいる。この技術は、塞栓術として広く知られている。その
ようなアプローチの一つの例は、ステンレススチール送り届けワイヤーおよび電解取り外
し部に取り付けられた白金コイルを利用するシステムによって動脈瘤のイントラ動脈瘤閉
塞を含んでいるグリエルミ取り外し可能コイルである。したがって、いったん白金コイル
が動脈瘤内に置かれたならば、それは電解分離によってステンレススチール送り届けワイ
ヤーから取り外される。明確には、患者の血液と生理食塩水注入液が導電性溶液として働
く。陽極は、ステンレススチール送り届けワイヤーであり、陰極は、患者の鼠径部に置か
れた接地針である。いったん電流がステンレススチール送り届けワイヤーを介して伝送さ
れたならば、電解分離が、白金コイルの中央にちょうど近いステンレススチール取り外し
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ゾーンの非絶縁セクションに生じる（白金コイルはもちろん電気分解に影響されない）。
他のアプローチは、動脈瘤嚢を満たす酢酸セルロースポリマーなどの材料の使用を含んで
いる。これらの血管内アプローチは、この分野でアドバンスであるが、それらは不利であ
る。明確には、これらの血管内アプローチの危険は、手術のあいだに動脈瘤を破裂させた
り、デバイスの遠位塞栓術や動脈瘤からの塊のために卒中（たとえば虚血性卒中）を引き
起したりすることを有している。加えて、これらの技術を使用する血管内動脈瘤閉塞の長
期の結果に関して心配が存在する。明確には、引き続きの血管造影における詰め物のイン
トラ動脈瘤の転位と動脈瘤の再発の証拠がある。
【００１０】
　上に論じられた外科的クリッピングまたは血管内塞栓術技術を特に使用して治療するこ
とが非常に難しいと判明した特別の一つのタイプの脳動脈瘤は、遠位脳底動脈に生じる。
この種の動脈瘤は、弱いアウトポーチングであり、通常、脳底動脈の終端分岐に位置する
。この種の動脈瘤の成功治療は、少なくともある程度、外科的クリップ配置のあいだは、
管を貫通している脳幹がすべてスペアされる必須の要請のため、非常に困難である。
【００１１】
　残念ながら、特定の患者に対して、動脈瘤の大きさ、形状および／または個所が、外科
的クリッピングおよび血管内塞栓術の両方を不可能にすることがある。一般に、そのよう
な患者の予後はよくない。
【００１２】
　したがって、従来技術は、動脈瘤の治療のエリアにおいて進歩をとげたが、特に血管内
塞栓術は、大手術に対するそのように魅力的な代替策であるので、改善の余地がまだある
。
【００１３】
　１９９９年８月１９日に公開された、国際公開ＷＯ９９／４０８７３号［マロッタら（
マロッタ）］には、動脈瘤の閉塞をもたらす、動脈瘤、特に嚢状動脈瘤開口の閉鎖に有用
な新規な血管内アプローチが教示されている。そのアプローチは、マロッタによって教示
された血管内プロテーゼでは、（たとえば、グリエルミ取り外し可能コイルで使用される
ような）材料を動脈瘤嚢に詰める要請がないという点において本当に血管内である。もっ
と正確に言えば、マロッタによって教示された血管内プロテーゼは、それが、動脈瘤嚢へ
の開口を閉鎖し、それによって詰め物の必要性を除去するように役立つことに基づいて動
作する。したがって、マロッタによって教示された血管内プロテーゼは、先行技術の不利
益の多くを除去または緩和するので、この分野の重要な進歩である。マロッタによって教
示された血管内プロテーゼは、動脈瘤の開口に抗して付勢され、それによって動脈瘤を閉
鎖することができるリーフ部分を備えている。マロッタによって教示された血管内プロテ
ーゼでは、リーフ部分は、少なくとも一つの拡張可能部分を備えている本体に取り付けら
れ、それに対して独立に移動可能である。拡張可能部分は、第一の非拡張状態から、それ
に径方向外向きの力がかかった第二の拡張状態に拡張可能である。したがって、本体は、
動脈瘤開口が位置する近傍にあるターゲット身体通路または脈管管腔に、血管内プロテー
ゼを適所に固定する大まかな目的に役立ち、リーフ部分は、動脈瘤開口を塞いで、それに
よって動脈瘤の閉塞をもたらす目的に役立つ。したがって、マロッタによって教示される
ように、リーフ部分は、血管内プロテーゼの本体と独立に機能および動作する。
【００１４】
　マロッタによって教示された血管内プロテーゼは、この分野の重要な進歩であるけれど
も、改善の余地がまだある。明確には、マロッタによって教示された血管内プロテーゼの
好適な実施形態では、すべての意図および目的のために、いったんデバイスが部分的にま
たは完全に展開されたならば、たとえば再配置のためにプロテーゼを回収することが可能
でない。これは、ほとんどの例において問題とならないかもしれないが、最適な配置のた
めにデバイスが再配置され得るようにそれを回収し得ることを医師が望むこともある。
【００１５】
　したがって、部分的にまたは完全に展開された後に医師によって引き抜かれ得る血管内
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プロテーゼがこの分野の要望としてある。部分的にまたは完全に展開された後に医師によ
って引き抜かれ得る自己拡張血管内プロテーゼを有していることは特に有利である。
【発明の概要】
【００１６】
　先行技術の前述した不利益の少なくとも一つを除去または緩和することが本発明の目的
である。
【００１７】
　新規な血管内プロテーゼを提供することが本発明の別の目的である。
【００１８】
　新規な血管内プロテーゼ送り届けデバイスを提供することが本発明の別の目的である。
【００１９】
　したがって、その側面の一つにおいて、本発明は、血管内プロテーゼを提供し、それは
、
　第一の拡張可能部分を備えており、前記第一の拡張可能部分は、第一の非拡張状態から
、これを脈管管腔に抗して付勢する第二の拡張状態に拡張可能であり、また、
　前記第一の拡張可能部分に取り付けられた収縮自在リーフ部分を備えており、前記収縮
自在リーフ部分は、少なくとも一つの脊柱部分と、脊柱部分に取り付けられた複数のリブ
部分を備えており、縦隣接対のリブ部分には相互連結ストラットがない。
【００２０】
　その側面の別の一つにおいて、本発明は、血管内プロテーゼ送り届けデバイスを提供し
、それは、遠位部分および近位部分を有しているチューブ状部材を備えており、前記遠位
部分は、複数の周囲リングによって定められた多孔表面を有しており、複数の隣接対の周
囲リングは、少なくとも一つの縦ストラットによって相互連結されており、前記多孔表面
は、前記近位部分から前記遠位部分への方向に、単一の周囲リングの反対側に連結された
縦ストラットの間に縦ストラット周囲幅の減少勾配を備えている。
【００２１】
　その側面の別の一つにおいて、本発明は、血管内プロテーゼ送り届けデバイスを提供し
、それは、遠位部分および近位部分を有しているチューブ状部材を備えており、前記遠位
部分は、複数の周囲リングによって定められた多孔表面を有しており、複数の隣接対の周
囲リングは、少なくとも一つの縦ストラットによって相互連結されており、前記多孔表面
は、前記近位部分から前記遠位部分への方向に増加する多孔を備えている。
【００２２】
　ある好適な実施形態では、前記送り届けデバイスの前記多孔表面は、前記送り届けデバ
イスと送り届けカテーテルの内側表面の間の摩擦を低減して、前記血管内プロテーゼの弱
力送り届けを促進する、好適にはポリマーで作られた、および／または、好適には前記多
孔表面に実質的に連続的に堆積された、被覆層を備えている。前記被覆層の性質は、以下
において、より詳しく説明される。
【００２３】
　このように、本発明者は、血管内プロテーゼの最終展開に先立ってそれの再配置のため
に鞘抜きおよび再鞘入れすることができる新規な血管内プロテーゼを見いだした。これは
、説明された従来技術のデバイスに対する重要な利点を臨床医に提供する。本血管内プロ
テーゼは、第一の拡張可能部分を備えており、前記第一の拡張可能部分は、第一の非拡張
状態から、これを動脈などの脈管管腔の壁に抗して付勢する第二の拡張状態に拡張可能で
ある。前記血管内プロテーゼは、前記第一の拡張可能部分に取り付けられた収縮自在リー
フ部分をさらに備えており、前記収縮自在リーフ部分は、動脈瘤の血行静止および血栓閉
塞を促進する働きをする。前記収縮自在リーフ部分は、少なくとも一つの脊柱部分と、前
記脊柱部分に取り付けられた複数のリブ部分を備えている。重要なことには、縦隣接対の
リブ部分には複雑な連結ストラットがない。本発明者らは、多数のテストをおこなって、
隣接リブ部分の間に連結がなされたときに、前記リーフ部分の収縮自在性が著しく損なわ
れ、多くの場合、前記リーフ部分がまったく収縮されなくなることがあることを発見した
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。
【００２４】
　さらに、本血管内プロテーゼは、前記脊柱部分が屈曲の外側になるように屈曲する自然
な傾向を有しているという点で有利である。これは、特にデバイスが分岐身体通路内に埋
め込まれるとき、高度に有利である。前記リブ部分の方向づけが、屈曲と連結され、本血
管内プロテーゼの自動的で正確な送り届けと展開を特に促進することが、追加の利点であ
る。
【００２５】
　作用のどんな特定の理論または様式によってくくられることを望まないが、本血管内プ
ロテーゼの前記リブ部分は、前記脊柱が圧縮可能でないのに対して圧縮可能であり、した
がって、鞘内への軸のローディングの際、前記リブ部分は圧縮する傾向を有し、正しい方
向への送り届けのあいだ、適切な方向づけを促進する曲がりを誘導する。
【００２６】
　非常に有利な実施形態では、本血管内プロテーゼは、自己拡張的であるように構成され
ている。これは、デバイスは、展開に先立って、鞘入れまたは別の方法で抑制され、デバ
イスの初期の送り届けの後に、鞘入れまたは抑制が部分的に引き込まれ、それによってデ
バイスが自己拡張することを可能にする。これは、デバイスの部分的および進歩的な展開
を可能にし、血管内プロテーゼの初期配置が患者の標的解剖学的構造に対して正しい位置
にないときに、臨床医がデバイスを再鞘入れすることができる利点をもたらす。この文脈
において、「ねじり可能カテーテル」を使用して、プロテーゼを送り届けることによって
、本血管内プロテーゼの追加回転方向づけを達成することも可能である。これは、回転方
向づけを評価するためにプロテーゼを部分的に展開させることを含んでいる。動脈瘤の首
に対するデバイスの回転が調節される必要があるならば、前記プロテーゼはねじり可能カ
テーテルの中に引き込まれ、別の方向づけにねじられ、これらのステップが、前記プロテ
ーゼが動脈瘤の首に対して正しい位置にあると考えられるまで繰り返され、その後、以下
に詳細に説明されるものなどの多数の技術を使用して、前記プロテーゼは、完全に鞘抜き
され、送り届けデバイスから取り外されてよい。これは、本血管内プロテーゼの別の非常
に有利な特徴である。
【００２７】
　本発明の別の側面は、遠位部分と近位部分を有しているチューブ状部材を備えている血
管内プロテーゼ送り届けデバイスの供給に関する。前記血管内プロテーゼの前記遠位部分
は、多数の周囲リングで構成された多孔表面を有しており、複数の隣接対のリングは、一
つ以上の縦ストラットによって相互連結されている。前記血管内プロテーゼ送り届けデバ
イスの前記遠位部分の前記多孔表面は、所与の周囲リングの反対側に連結された一対の縦
ストラットの間に幅の減少を有している。縦ストラットの周囲幅のこの減少は、前記チュ
ーブ状部材の近位部分から前記チューブ状部材の遠位部分への方向に走っている。したが
って、これは、前記チューブ状部材の前記遠位部分が、前記チューブ状部材の前記遠位最
端に向かう方向に、徐々により可撓になることを意味する。この特徴は、血管内プロテー
ゼ送り届けデバイスの捻転を完全に除去または緩和しながら、デバイスを患者の中に挿入
し、それを標的解剖学的構造に操縦することができるために、前記チューブ状部材の使用
者端に十分な完全さおよび径方向剛性を与えながら、曲がりくねった解剖学的構造を通し
て前記血管内プロテーゼ送り届けデバイスを操縦することを促進する。ある好適な実施形
態では、近位部分から遠位部分への方向に走っている複数の対の周囲リングの間に周囲幅
の減少がある。
【００２８】
　本血管内プロテーゼ送り届けデバイスの特に好適な実施形態では、前記周囲リングは、
一連の交互の山と谷を備えている。この好適な実施形態では、前記縦ストラットが、一つ
の周囲リングから谷を隣接周囲リングの谷に連結していることはさらに好適である。この
いわゆる谷－谷連結実施形態は、隣接周囲リングの山が縦に整列しているが連結されてい
ないことを特徴とする。このアプローチの利点は、前記血管内プロテーゼ送り届けデバイ
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スがある程度屈曲されたときに、前記血管内プロテーゼ送り届けデバイスが捻転し、あま
りにも大きく曲がり、降伏／破損する前に、隣接する山が互いに接触するということであ
る。
【００２９】
　本血管内プロテーゼは、上記に説明されたものなどの動脈瘤の治療に特に有用であると
考えられ、したがって、上記に説明された従来の外科技術に重要な代替策を提供すると考
えられる。加えて、本血管内プロテーゼは、手術不可能と診断されたある動脈瘤の治療に
使用され得ることが予想される。本血管内プロテーゼはまた、上に説明されたグリエルミ
取り外し可能コイルなどの現在の血管内アプローチの重要な利点を提供すると考えられる
。とりわけ、本血管内プロテーゼは、金属詰め物（たとえば白金コイル）の動脈瘤の中へ
の挿入に依存しないので、金属詰め物のイントラ動脈瘤の転位と動脈瘤の次の再発の危険
であるような、動脈瘤を破裂させる危険が緩和される。もちろん、この分野の当業者は、
たとえば大きい首をもつ動脈瘤嚢を治療するために、上記に説明されたグリエルミ分離可
能なコイルと組み合わせて本血管内プロテーゼが使用され、首を横切る追加構造体（すな
わち本血管内プロテーゼ）が、動脈瘤嚢の内部にコイルを保持するのを助け得る（これは
、コイルが動脈瘤嚢を出て虚血性卒中を引き起こす可能性を除去または緩和するであろう
）ことを認めるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
　本発明の実施形態が、添付図面を参照して説明される。ここにおいて、同様の参照数字
は、同様の部品を示している。
【図１】図１は、本血管内プロテーゼの第一の実施形態の二次元描写を示している。
【図１ａ】図１ａは、プロテーゼの設計のさまざまな要素を同定する図１の一部の拡大図
である。
【図２】図２は、図１に示された血管内プロテーゼの斜視図を示している。
【図３】図３は、送り届けデバイスにつながれた図１～２に示された血管内プロテーゼの
平面図を示している。
【図４】図４は、動脈瘤を閉塞する図１～３に示された血管内プロテーゼの送り届けを示
している。
【図５】図５は、可逆的に鞘入れおよび鞘抜きされる図１～４に透明鞘中に示された血管
内プロテーゼの一部を示している。
【図６】図６は、可逆的に鞘入れおよび鞘抜きされる図１～４に透明鞘中に示された血管
内プロテーゼの一部を示している。
【図７】図７は、送り届けデバイスから解放された後の、動脈瘤を治療するために正しい
位置にある、図１～６に示された血管内プロテーゼを示している。
【図８】図８は、展開された後の、動脈瘤を閉塞している、図１～７に示された血管内プ
ロテーゼを示している（また、送り届けデバイスは、血管内プロテーゼから引き抜かれて
いる）。
【図９】図９は、本血管内プロテーゼの第二の実施形態の二次元描写を示している。
【図１０】図１０は、図９に示された血管内プロテーゼの斜視図を示している。
【図１１】図１１は、送り届けデバイスにつながれた図９～１０に示された血管内プロテ
ーゼの斜視図を示している。
【図１２】図１２は、図９～１１に示された血管内プロテーゼがどのように送り届けデバ
イスにつながれるかの詳細を示している。
【図１３】図１３は、本血管内プロテーゼの第三の実施形態の二次元描写を示している。
【図１４】図１４は、送り届けデバイスにつながれた、図１３に示された血管内プロテー
ゼの斜視図を示している。
【図１５】図１５は、図１３～１４に示された血管内プロテーゼの送り届けデバイスへの
結合のさらなる詳細を示している。
【図１６】図１６は、本血管内プロテーゼの第四の実施形態の二次元描写を示している。
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【図１７】図１７は、図１６に示された血管内プロテーゼの斜視図を示している。
【図１８．１】図１８．１は、図１６～１７に示された血管内プロテーゼの、分岐動脈の
接合部に位置する動脈瘤への展開の一段階を示している。
【図１８．２】図１８．２は、図１６～１７に示された血管内プロテーゼの、分岐動脈の
接合部に位置する動脈瘤への展開の一段階を示している。
【図１８．３】図１８．３は、図１６～１７に示された血管内プロテーゼの、分岐動脈の
接合部に位置する動脈瘤への展開の一段階を示している。
【図１９】図１９は、図１６～１７に示された血管内プロテーゼの、分岐動脈の接合部に
位置する動脈瘤への展開の一段階を示している。
【図２０】図２０は、図１６～１７に示された血管内プロテーゼの、分岐動脈の接合部に
位置する動脈瘤への展開の一段階を示している。
【図２１】図２１は、図１６～１７に示された血管内プロテーゼの、分岐動脈の接合部に
位置する動脈瘤への展開の一段階を示している。
【図２２】図２２は、図１６～２１に示された血管内プロテーゼの一端の、送り届けデバ
イスからの解放の一段階を示している。
【図２３】図２３は、図１６～２１に示された血管内プロテーゼの一端の、送り届けデバ
イスからの解放の一段階を示している。
【図２４】図２４は、図１６～２１に示された血管内プロテーゼの一端の、送り届けデバ
イスからの解放の一段階を示している。
【図２５】図２５は、図１６～２４に示された血管内プロテーゼを送り届けるために使用
される送り届けデバイスの一部の斜視図を示している。
【図２６】図２６は、図２５に示された送り届けデバイスの一部分の拡大図を示している
。
【図２７】図２７は、図２５に示された送り届けデバイスが、図１６～２４に示された血
管内プロテーゼの反対端（図２２～２４参照）にどのようにつながれるかを示している。
【図２８】図２８は、本血管内プロテーゼの第五の実施形態の二次元描写を示している。
【図２９】図２９は、図２８に示された血管内プロテーゼの斜視図を示している。
【図３０】図３０は、図２８～２９に示された血管内プロテーゼの、その送り届けデバイ
スからの解放の一段階を示している。
【図３１】図３１は、図２８～２９に示された血管内プロテーゼの、その送り届けデバイ
スからの解放の一段階を示している。
【図３２】図３２は、図２８～２９に示された血管内プロテーゼの、その送り届けデバイ
スからの解放の一段階を示している。
【図３３】図３３は、図２８～３２に示された血管内プロテーゼを送り届けるために使用
される送り届けデバイスの追加図を示している。
【図３４】図３４は、図２８～３２に示された血管内プロテーゼを送り届けるために使用
される送り届けデバイスの追加図を示している。
【図３５】図３５は、図２８～３２に示された血管内プロテーゼを送り届けるために使用
される送り届けデバイスの追加図を示している。
【図３６】図３６は、本血管内プロテーゼの第六の実施形態の二次元描写を示している。
【図３７】図３７は、送り届けデバイスに連結された図３６に示された血管内プロテーゼ
の斜視図を示している。
【図３８】図３８は、本血管内プロテーゼ送り届けデバイスのある好適な実施形態の一部
を示している。
【図３９】図３９は、図１～３７の全体にわたって示されたさまざまな血管内プロテーゼ
送り届けデバイスの図を示している。
【図４０】図４０は、図１～３７の全体にわたって示されたさまざまな血管内プロテーゼ
送り届けデバイスの図を示している。
【図４１】図４１は、図１～３７の全体にわたって示されたさまざまな血管内プロテーゼ
送り届けデバイスの図を示している。
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【図４２】図４２は、図１～３７の全体にわたって示されたさまざまな血管内プロテーゼ
送り届けデバイスの図を示している。
【図４３】図４３は、図１～３７の全体にわたって示されたさまざまな血管内プロテーゼ
送り届けデバイスの図を示している。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　その側面の一つにおいて、本発明は、血管内にプロテーゼに関し、第一の拡張可能部分
と、前記第一の拡張可能部分に取り付けられた収縮自在リーフ部分を備え、前記第一の拡
張可能部分は、第一の非拡張状態から、これを脈管管腔に抗して付勢する第二の拡張状態
に拡張可能であり、前記収縮自在リーフ部分は、少なくとも一つの脊柱部分と、脊柱部分
に取り付けられた複数のリブ部分を備えており、縦隣接対のリブ部分には相互連結ストラ
ットがない。この血管内プロテーゼの好適な実施形態は、次の特徴のいずれかのいずれか
一つまたはいずれか二つ以上の組み合わせを含んでいてよい。
【００３２】
　・前記第一の拡張可能部分に単一脊柱部分が連結されている。
【００３３】
　・前記単一脊柱部分は、前記単一脊柱部分の一方の側に連結された一つの列のリブ部分
を備えている。
【００３４】
　・前記単一脊柱部分は、一対の列のリブ部分を備えており、各列のリブ部分は、前記単
一脊柱部分の一方の側に連結されている。
【００３５】
　・前記単一脊柱部分は、前記単一脊柱部分の反対側に連結された一対の列のリブ部分を
備えている。
【００３６】
　・二次元において、各列のリブ部分は、前記単一脊柱部分に沿った隣接列のリブ部分の
実質鏡像である。
【００３７】
　・第一の列のリブ部分は、複数の第一の連結点において前記単一脊柱部分に連結されて
おり、第二の列のリブ部分は、複数の第二の連結点において前記単一脊柱部分に連結され
ており、複数の第一の連結点および複数の第二の連結を指す、互いに対して縦に整列され
ている。
【００３８】
　・第一の列のリブ部分は、複数の第一の連結点において前記単一脊柱部分に連結されて
おり、第二の列のリブ部分は、複数の第二の連結点において前記単一脊柱部分に連結され
ており、複数の第一の連結点および複数の第二の連結を指す、互いに対して縦に互い違い
にされている。
【００３９】
　・前記単一脊柱部分は直線的である。
【００４０】
　・前記単一脊柱部分は曲線的である。
【００４１】
　・前記単一脊柱部分は曲がっている。
【００４２】
　・前記単一脊柱部分は、交互の山と谷を備えている波形パターンを備えている。
【００４３】
　・少なくともいくつかのリブ部分は、前記波形パターンの前記山に連結されている。
【００４４】
　・各リブ部分は、前記波形パターンの山に連結されている。
【００４５】
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　・二次元において、各リブ部分は、前記単一脊柱部分の脊柱縦軸に対して鋭角を形成す
るように実質的に構成されている。
【００４６】
　・二次元において、各リブ部分は、リブ近位部分と、リブ遠位部分と、それらの間に配
置されたリブ中間部分を備えている。
【００４７】
　・二次元において、各リブ部分は、実質一定周囲幅を有している。
【００４８】
　・二次元において、各リブ部分は、不定周囲幅を有している。
【００４９】
　・二次元において、前記リブ中間部分は、前記リブ近位部分と前記リブ遠位部分の少な
くとも一方よりも小さい周囲幅を有している。
【００５０】
　・前記リブ中間部分は、前記リブ近位部分と前記リブ遠位部分の両方よりも小さい周囲
幅を有している。
【００５１】
　・前記リブ近位部分は、約０．００１０から約０．０１２０インチまでの範囲内の周囲
幅を有している。
【００５２】
　・前記リブ近位部分は、約０．００１７から約０．００９６インチまでの範囲内の周囲
幅を有している。
【００５３】
　・前記リブ近位部分は、約０．００２４から約０．００７２インチまでの範囲内の周囲
幅を有している。
【００５４】
　・前記リブ近位部分は、前記リブ部分の全長の約１％から約１０％までにある。
【００５５】
　・前記リブ近位部分は、前記リブ部分の全長の約２％から約６％までにある。
【００５６】
　・前記リブ近位部分は、前記リブ部分の全長の約３％である。
【００５７】
　・前記リブ中間部分は、約０．０００５から約０．０１００インチまでの範囲内の周囲
幅を有している。
【００５８】
　・前記リブ中間部分は、約０．００１１から約０．００６２インチまでの範囲内の周囲
幅を有している。
【００５９】
　・前記リブ中間部分は、約０．００１６から約０．００２４インチまでの範囲内の周囲
幅を有している。
【００６０】
　・前記リブ中間部分は、前記リブ部分の全長の約２５％から約９０％までにある。
【００６１】
　・前記リブ中間部分は、前記リブ部分の全長の約６０％から約９０％までにある。
【００６２】
　・前記リブ中間部分は、前記リブ部分の全長の約９０％である。
【００６３】
　・前記リブ遠位部分は、約０．００１０から約０．０１２０インチまでの範囲内の周囲
幅を有している。
【００６４】
　・前記リブ遠位部分は、約０．００１３から約０．００７２インチまでの範囲内の周囲
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幅を有している。
【００６５】
　・前記リブ遠位部分は、約０．００１６から約０．００２４インチまでの範囲内の周囲
幅を有している。
【００６６】
　・前記リブ遠位部分は、前記リブ部分の全長の約２５％までにある。
【００６７】
　・前記リブ遠位部分は、前記リブ部分の全長の約４％から約１６％までにある。
【００６８】
　・前記リブ遠位部分は、前記リブ部分の全長の約７％までにある。
【００６９】
　・前記リブ近位部分は、前記血管内プロテーゼの縦軸に対してリブ近位部分鋭角を形成
するように構成されている。
【００７０】
　・前記リブ近位部分鋭角は、約１５°から約９０°までの範囲内にある。
【００７１】
　・前記リブ近位部分鋭角は、約３５°から約６０°までの範囲内にある。
【００７２】
　・前記リブ近位部分鋭角は、約４５°である。
【００７３】
　・前記リブ遠位部分は、前記血管内プロテーゼのリブ中間部分に対してリブ遠位部分角
を形成するように構成されている。
【００７４】
　・前記リブ遠位部分角は、約０°から約１２０°までの範囲内にある。
【００７５】
　・前記リブ遠位部分角は、約３°から約６０°までの範囲内にある。
【００７６】
　・前記リブ遠位部分角は、約８°である。
【００７７】
　・前記リブ中間部分は、前記血管内プロテーゼの縦軸に対してリブ中間部分鋭角を形成
するように構成されている。
【００７８】
　・前記リブ中間部分鋭角は、約５°から約１４０°までの範囲内にある。
【００７９】
　・前記リブ中間部分鋭角は、約°２２から約８６°までの範囲内にある。
【００８０】
　・前記リブ中間部分鋭角は、約４５°である。
【００８１】
　・前記リブ中間部分は、（ｉ）前記リブ近位部分に連結された、前記血管内プロテーゼ
の縦軸に対してリブのリブ中間第一部分鋭角を形成するように構成されたリブ中間第一部
分と、（ｉｉ）前記リブ遠位部分に連結された、前記血管内プロテーゼの縦軸に対してリ
ブ中間第二部分鋭角を形成するように構成されたリブ中間第二部分を備えている。
【００８２】
　・前記リブ中間第一部分鋭角は前記リブ中間第二部分鋭角よりも小さい。
【００８３】
　・前記リブ中間第一部分鋭角は、約５°から約１４０°までの範囲内にある。
【００８４】
　・前記リブ中間第一部分鋭角は、約２２°から約６６°までの範囲内にある。
【００８５】
　・前記リブ中間第一部分鋭角は、約３０°である。
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【００８６】
　・前記リブ中間第二部分鋭角は、約５から約１４０までの範囲内にある。
【００８７】
　・前記リブ中間第二部分鋭角は、約４２から約８６までの範囲内にある。
【００８８】
　・前記リブ中間第二部分鋭角は、約６０である。
【００８９】
　・前記リブ中間第一部分は、約０．００１０から約０．０１００インチまでの範囲内の
周囲幅を有している。
【００９０】
　・前記リブ中間第一部分は、約０．００１４から約０．００６２インチまでの範囲内の
周囲幅を有している。
【００９１】
　・前記リブ中間第一部分は、約０．００１８から約０．００２４インチまでの範囲内の
周囲幅を有している。
【００９２】
　・前記リブ中間第一部分は、前記リブ部分の全長の約５％から約２５％までにある。
【００９３】
　・前記リブ中間第一部分は、前記リブ部分の全長の約７％から約１７％までにある。
【００９４】
　・前記リブ中間第一部分は、前記リブ部分の全長の約９％である。
【００９５】
　・前記リブ中間第二部分は、約０．０００５から約０．００７０インチまでの範囲内の
周囲幅を有している。
【００９６】
　・前記リブ中間第二部分は、約０．００１１から約０．００４４インチまでの範囲内の
周囲幅を有している。
【００９７】
　・前記リブ中間第二部分は、約０．００１６から約０．００１８インチまでの範囲内の
周囲幅を有している。
【００９８】
　・前記リブ中間第二部分は、前記リブ部分の全長の約２５％から約９０％までにある。
【００９９】
　・前記リブ中間第二部分は、前記リブ部分の全長の約５３％から約８５％までにある。
【０１００】
　・前記リブ中間第二部分は、前記リブ部分の全長の約８１％である。
【０１０１】
　・二次元において、各リブ部分の前記リブ遠位部分は、前記第一の拡張可能部分から離
れて方向づけられている。
【０１０２】
　・二次元において、各リブ部分の前記リブ遠位部分は、前記第一の拡張可能部分に向か
って方向づけられている。
【０１０３】
　・二次元において、各リブ部分は直線的である。
【０１０４】
　・二次元において、各リブ部分は曲線的である。
【０１０５】
　・二次元において、各リブ部分は曲がっている。
【０１０６】
　・二次元において、各リブ部分は、少なくとも二つの下位部分を備えており、各下位部
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分は、前記血管内プロテーゼの縦軸に対して異なる角度を形成している。
【０１０７】
　・一対の縦隣接リブ部分は、前記脊柱部分への連結点において約０．０２５４ｍｍから
約１０ｍｍまでにわたる距離で離間している。
【０１０８】
　・一対の縦隣接リブ部分は、前記脊柱部分への連結点において約０．０２５４ｍｍから
約５ｍｍに及ぶ距離で離間している。
【０１０９】
　・一対の縦隣接リブ部分は、前記脊柱部分への連結点において約０．１４００ｍｍから
約３ｍｍまでにわたる距離で離間している。
【０１１０】
　・一対の縦隣接リブ部分は、前記脊柱部分への連結点において約０．１４００ｍｍから
約１ｍｍまでにわたる距離で離間している。
【０１１１】
　・一対の縦隣接リブ部分は、前記脊柱部分への連結点において約０．１４００ｍｍから
約０．８ｍｍまでにわたる距離で離間している。
【０１１２】
　・一対の縦隣接リブ部分は、前記脊柱部分への連結点において約０．１４００ｍｍから
約０．６ｍｍまでにわたる距離で離間している。
【０１１３】
　・一対の縦隣接リブ部分は、前記脊柱部分への連結点において約０．２５４ｍｍの距離
で離間している。
【０１１４】
　・二次元において、前記少なくとも一つの脊柱部分と、前記脊柱部分に取り付けられた
前記複数のリブ部分は、組み合わさって、前記収縮自在リーフ部分の表面積の約７５％よ
りも小さく占めている。
【０１１５】
　・二次元において、前記少なくとも一つの脊柱部分と、前記脊柱部分に取り付けられた
前記複数のリブ部分は、組み合わさって、前記収縮自在リーフ部分の表面積の約５％から
約７５％までを占めている。
【０１１６】
　・二次元において、前記少なくとも一つの脊柱部分と、前記脊柱部分に取り付けられた
前記複数のリブ部分は、組み合わさって、前記収縮自在リーフ部分の表面積の約５％から
約６５％までを占めている。
【０１１７】
　・二次元において、前記少なくとも一つの脊柱部分と、前記脊柱部分に取り付けられた
前記複数のリブ部分は、組み合わさって、前記収縮自在リーフ部分の表面積の約１０％か
ら約５０％までを占めている。
【０１１８】
　・二次元において、前記少なくとも一つの脊柱部分と、前記脊柱部分に取り付けられた
前記複数のリブ部分は、組み合わさって、前記収縮自在リーフ部分の表面積の約１５％か
ら約４０％までを占めている。
【０１１９】
　・二次元において、前記少なくとも一つの脊柱部分と、前記脊柱部分に取り付けられた
前記複数のリブ部分は、組み合わさって、前記収縮自在リーフ部分の表面積の約１０％よ
りも小さく占めている。
【０１２０】
　・二次元において、前記少なくとも一つの脊柱部分と、前記脊柱部分に取り付けられた
前記複数のリブ部分は、組み合わさって、前記収縮自在リーフ部分の表面積の約８％より
も小さく占めている。
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【０１２１】
　・二次元において、前記少なくとも一つの脊柱部分と、前記脊柱部分に取り付けられた
前記複数のリブ部分は、組み合わさって、前記収縮自在リーフ部分の表面積の約５％より
も小さく占めている。
【０１２２】
　・二次元において、前記少なくとも一つの脊柱部分と、前記脊柱部分に取り付けられた
前記複数のリブ部分は、組み合わさって、前記収縮自在リーフ部分の表面積の約３％より
も小さく占めている。
【０１２３】
　・前記収縮自在リーフ部分は、前記複数のリブ部分に連結された被覆層をさらに備えて
いる。
【０１２４】
　・前記収縮自在リーフ部分は、前記脊柱部分の一方の側に連結された１０未満の縦離間
リブ部分を備えている。
【０１２５】
　・前記収縮自在リーフ部分は、前記脊柱部分の一方の側に連結された８未満の縦離間リ
ブ部分を備えている。
【０１２６】
　・前記収縮自在リーフ部分は、前記脊柱部分の一方の側に連結された６未満の縦離間リ
ブ部分を備えている。
【０１２７】
　・前記収縮自在リーフ部分は、前記脊柱部分の一方の側に連結されたわずか３つの縦離
間リブ部分を包含している。
【０１２８】
　・前記第二の拡張状態において、前記第一の拡張可能部分の周囲の５０％に対する前記
縦軸から前記リブ部分の遠位先端部分までの垂直距離の比は約１：４から約１：１までの
範囲内にある。
【０１２９】
　二次元において、前記第二の拡張状態において、前記第一の拡張可能部分の周囲の５０
％に対する前記縦軸から前記リブ部分の遠位先端部分までの垂直距離の比は約１：２．５
から約１：１．５までの範囲内にある。
【０１３０】
　・二次元において、前記第二の拡張状態において、前記第一の拡張可能部分の周囲の５
０％に対する前記縦軸から前記リブ部分の遠位先端部分までの垂直距離の比は約５：９で
ある。
【０１３１】
　・前記少なくとも一つの脊柱部分は、前記血管内プロテーゼの縦軸を横切る軸のまわり
に曲がっている。
【０１３２】
　・前記少なくとも一つの脊柱部分は、前記血管内プロテーゼの縦軸に実質的に直交して
いる軸のまわりに曲がっている。
【０１３３】
　・前記軸は、前記少なくとも一つの脊柱部分に対して前記複数のリブ部分の反対側にあ
る。
【０１３４】
　・前記少なくとも一つの脊柱部分は、前記少なくとも一つの脊柱部分の全長にわたって
前記血管内プロテーゼの縦軸を横切る軸のまわりに第一の曲率半径を備えている。
【０１３５】
　・前記第一の曲率半径は、前記少なくとも一つの脊柱部分の近位部分から前記少なくと
も一つの脊柱部分の遠位部分まで実質的に一定である。
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【０１３６】
　・前記第一の曲率半径は、前記少なくとも一つの脊柱部分の近位部分から前記少なくと
も一つの脊柱部分の遠位部分まで不定である。
【０１３７】
　・前記第一の曲率半径は、前記少なくとも一つの脊柱部分の近位部分から前記少なくと
も一つの脊柱部分の遠位部分まで減少している。
【０１３８】
　・前記収縮自在リーフ部分は、前記少なくとも一つの脊柱部分の全長にわたって前記血
管内プロテーゼの縦軸のまわりに第二の曲率半径を備えている。
【０１３９】
　・前記第二の曲率半径は、前記収縮自在部分の近位部分から前記収縮自在部分の遠位部
分まで実質的に一定である。
【０１４０】
　・前記第二の曲率半径は、前記収縮自在リーフ部分の近位部分から収縮自在リーフ部分
の遠位部分まで不定である。
【０１４１】
　・前記第二の曲率半径は、前記収縮自在リーフ部分の近位部分から前記収縮自在リーフ
部分の遠位部分まで増加している。
【０１４２】
　・前記血管内プロテーゼの拡張外形において、前記収縮自在リーフ部分は、前記血管内
プロテーゼの縦軸のまわりに約９０°から約３６０°までの範囲内の湾曲の弧を備えてい
る。
【０１４３】
　・前記血管内プロテーゼの拡張外形において、前記収縮自在リーフ部分は、前記血管内
プロテーゼの縦軸のまわりに約１２０°から約２７０°までの範囲内の湾曲の弧を備えて
いる。
【０１４４】
　・前記血管内プロテーゼの拡張外形において、前記収縮自在リーフ部分は、前記血管内
プロテーゼの縦軸のまわりに約１５０°から約２５０°までの範囲内の湾曲の弧を備えて
いる。
【０１４５】
　・前記血管内プロテーゼの拡張外形において、前記収縮自在リーフ部分は、前記血管内
プロテーゼの縦軸のまわりに約１７５°から約２２５°までの範囲内の湾曲の弧を備えて
いる。
【０１４６】
　・前記血管内プロテーゼの拡張外形において、前記収縮自在リーフ部分は、前記血管内
プロテーゼの縦軸のまわりに約２００°の湾曲の弧を備えている。
【０１４７】
　・前記第一の拡張可能部分は、前記第二の拡張状態において約２ｍｍから約４０ｍｍま
での範囲内の直径を有している。
【０１４８】
　・前記第一の拡張可能部分は、前記第二の拡張状態において約２ｍｍから約３０ｍｍま
での範囲内の直径を有している。
【０１４９】
　・前記第一の拡張可能部分は、前記第二の拡張状態において約２ｍｍから約２０ｍｍま
での範囲内の直径を有している。
【０１５０】
　・前記第一の拡張可能部分は、前記第二の拡張状態において約２ｍｍから約１０ｍｍま
での範囲内の直径を有している。
【０１５１】
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　・前記第一の拡張可能部分は、前記第二の拡張状態において約２．５ｍｍから約５ｍｍ
までの範囲内の直径を有している。
【０１５２】
　・前記第一の拡張可能部分に単一脊柱部分が連結され、前記単一脊柱部分の遠位部分に
ループ部分が連結されている。
【０１５３】
　・前記第一の拡張可能部分に単一脊柱部分が連結され、前記単一脊柱部分の遠位部分に
分割ループ部分が連結されている。
【０１５４】
　・前記ループ部分は、放射線不透過性部分を備えている。
【０１５５】
　・前記血管内プロテーゼは、第一の非拡張状態から、前記第一の拡張可能部分を脈管管
腔に抗して付勢する第二の拡張状態に拡張可能である第二の拡張可能部分をさらに備えて
いる。
【０１５６】
　・前記第二の拡張可能部分は、放射線不透過性部分を備えている。
【０１５７】
　・前記血管内プロテーゼは、チューブ状出発材料から製造されている。
【０１５８】
　・前記血管内プロテーゼは、切断技術が適用されたチューブ状出発材料から製造されて
いる。
【０１５９】
　・前記血管内プロテーゼは、レーザー切断技術が適用されたチューブ状出発材料から製
造されている。
【０１６０】
　・管状壁は、約０．０００５から約０．０２００インチまでの範囲内の径方向厚さを有
している。
【０１６１】
　・管状壁は、約０．００１５から約０．０１００インチまでの範囲内の径方向厚さを有
している。
【０１６２】
　・管状壁は、約０．００２５インチの径方向厚さを有している。
【０１６３】
　・前記第一の拡張可能部分は、放射線不透過性部分を備えている。
【０１６４】
　・前記プロテーゼは、自己拡張材料から作られている。
【０１６５】
　・前記プロテーゼは、形状記憶合金から作られている。
【０１６６】
　・前記プロテーゼは、ニチノールから作られている。
【０１６７】
　・前記プロテーゼは、金属材料から作られている。および／または
　・前記プロテーゼは高分子材料から作られている。
【０１６８】
　その側面の一つにおいて、本発明は、血管内プロテーゼ送り届けデバイスに関し、遠位
部分および近位部分を有しているチューブ状部材を備え、前記遠位部分は、複数の周囲リ
ングによって定められた多孔表面を有しており、複数の隣接対の周囲リングは、少なくと
も一つの縦ストラットによって相互連結されており、前記多孔表面は、前記近位部分から
前記遠位部分への方向に、単一の周囲リングの反対側に連結された縦ストラットの間に縦
ストラット周囲幅の減少勾配を備えている。この血管内プロテーゼ送り届けデバイスの好
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適な実施形態は、次の特徴のいずれかのいずれか一つまたはいずれか二つ以上の組み合わ
せを含んでいてよい。
【０１６９】
　・各周囲リングは、交互の山と谷を備えている。
【０１７０】
　・前記少なくとも一つの縦ストラットは、第一の周囲リングの第一の谷を、第一の周囲
リングに隣接している第二の周囲リングの第二の谷に連結している。
【０１７１】
　・前記少なくとも一つの縦ストラットは、前記第一の谷の中間点に連結している。
【０１７２】
　・前記少なくとも一つの縦ストラットは、前記第二の谷の中間点に連結している。
【０１７３】
　・前記少なくとも一つの縦ストラットは、（ｉ）前記第一の谷の中間点と（ｉｉ）前記
第二の谷の中間点に連結している。
【０１７４】
　・前記第一の周囲リングと前記第二の周囲リングはおのおの、少なくとも一対の交互の
山と谷を備えている。
【０１７５】
　・前記第一の周囲リングと前記第二の周囲リングはおのおの、少なくとも二対の交互の
山と谷を備えている。
【０１７６】
　・前記血管内プロテーゼ送り届けデバイスは、各山に対して縦ストラットを備えている
。
【０１７７】
　・前記血管内プロテーゼ送り届けデバイスは、各谷に対して縦ストラットを備えている
。
【０１７８】
　・前記血管内プロテーゼ送り届けデバイスは、第一の周囲リングまたは前記第二の周囲
リングの各対の交互の山と谷に対して縦ストラットを備えている。
【０１７９】
　・前記第一の周囲リングと前記第二の周囲リングはおのおの、一対の交互の山と谷を備
えている。
【０１８０】
　・前記第一の周囲リングと第二の周囲リングを二つの縦ストラットが相互連結している
。
【０１８１】
　・前記複数の周囲リングは、第一の周囲リングと、前記第一の周囲リングから軸方向に
離間した第二の周囲リングと、前記第二の周囲リングから軸方向に離間した第三の周囲リ
ングを備えている。
【０１８２】
　・前記第一の周囲リングと前記第三の周囲リングは、前記チューブ状部材の直径の約１
００％から約３００％までの範囲内にある距離で離間している。
【０１８３】
　・前記第一の周囲リングと前記第三の周囲リングは、前記チューブ状部材の直径の約１
７５％から約２２５％までの範囲内にある距離で離間している。
【０１８４】
　・前記第一の周囲リングと前記第三の周囲リングは、前記チューブ状部材の直径の約２
００％である距離で離間している。
【０１８５】
　・前記多孔表面は、近位多孔部分と、を有していて、前記近位多孔部分の遠位に配置さ
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れた遠位多孔部分を有している。
【０１８６】
　・前記血管内プロテーゼ送り届けデバイスは、前記遠位多孔部分に配置された第一の縦
ストラットと、前記近位多孔部分に配置された第二の縦ストラットを備えており、ただし
、前記第一の縦ストラットの第一の縦ストラット周囲幅は、前記第二の縦ストラットの第
二の縦ストラット周囲幅よりも小さい。
【０１８７】
　・前記第一の縦ストラット周囲幅と前記第二の縦ストラット周囲幅はおのおの、約０．
００１０ｉｎから約０．０５００ｉｎまでの範囲内にある。
【０１８８】
　・前記第一の縦ストラット周囲幅と前記第二の縦ストラット周囲幅はおのおの、約０．
００３５ｉｎから約０．０３００ｉｎまでの範囲内にある。
【０１８９】
　・前記第一の縦ストラット周囲幅と前記第二の縦ストラット周囲幅はおのおの、約０．
００４５ｉｎから約０．０１５０ｉｎまでの範囲内にある。
【０１９０】
　・前記第一の縦ストラット周囲幅は、約０．００１０ｉｎよりも大きく、前記第二の縦
ストラット周囲幅は、約０．０５００ｉｎよりも小さい。
【０１９１】
　・前記第一の縦ストラット周囲幅は、約０．００３５ｉｎよりも大きく、前記第二の縦
ストラット周囲幅は、約０．０３００ｉｎよりも小さい。
【０１９２】
　・前記第一の縦ストラット周囲幅は、約０．００４５ｉｎよりも大きく、前記第二の縦
ストラット周囲幅は、約０．０１５０ｉｎよりも小さい。
【０１９３】
　・前記血管内プロテーゼ送り届けデバイスは、前記遠位多孔部分に配置された第一の周
囲リングと、前記近位多孔表面に配置された第二の周囲リングを備えており、ただし、前
記第一の周囲リングの第一の軸方向幅は、前記第二の周囲リングの第二の軸方向幅よりも
小さい。
【０１９４】
　・前記第一の軸方向幅と前記第二の軸方向幅はおのおの、約０．００１０ｉｎから約０
．０４５０ｉｎまでの範囲内にある。
【０１９５】
　・前記第一の軸方向幅と前記第二の軸方向幅はおのおの、約０．００４０ｉｎから約０
．０３２５ｉｎまでの範囲内にある。
【０１９６】
　・前記第一の軸方向幅と前記第二の軸方向幅はおのおの、約０．００５０ｉｎから約０
．０２５０ｉｎまでの範囲内にある。
【０１９７】
　・前記第一の軸方向幅は約０．００１０ｉｎよりも大きく、前記第二の軸方向幅は約０
．０４５０ｉｎよりも小さい。
【０１９８】
　・前記第一の軸方向幅は約０．００４０ｉｎよりも大きく、前記第二の軸方向幅は約０
．０３２５ｉｎよりも小さい。
【０１９９】
　・前記第一の軸方向幅は約０．００５０ｉｎよりも大きく、前記第二の軸方向幅は約０
．０２５０ｉｎよりも小さい。
【０２００】
　・前記血管内プロテーゼ送り届けデバイスは、前記遠位多孔部分に配置された第一の一
対の隣接周囲リングと、前記近位多孔表面に配置された第二の一対の周囲リングを備えて
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おり、ただし、前記第一の一対の隣接周囲リングの間の第一の最小距離は、前記第二の一
対の隣接周囲リングの間の第二の最小距離よりも大きい。
【０２０１】
　・前記第一の最小距離と前記第二の最小距離は両方とも、約０．００１０ｉｎから約０
．０２５０ｉｎまでの範囲内にある。
【０２０２】
　・前記第一の最小距離と前記第二の最小距離は両方とも、約０．００２５ｉｎから約０
．０１９０ｉｎまでの範囲内にある。
【０２０３】
　・前記第一の最小距離と前記第二の最小距離は両方とも、約０．００４０ｉｎから約０
．０１５０ｉｎまでの範囲内にある。
【０２０４】
　・前記第一の最小距離は、約０．０２５０ｉｎよりも小さく、前記第二の最小距離は、
約０．００１０ｉｎよりも大きい。
【０２０５】
　・前記第一の最小距離は、約０．０１９０ｉｎよりも小さく、前記第二の最小距離は、
約０．００２５ｉｎよりも大きい。
【０２０６】
　・前記第一の最小距離は、約０．０１５０ｉｎよりも小さく、前記第二の最小距離は、
約０．００４０ｉｎよりも大きい。
【０２０７】
　・前記血管内プロテーゼ送り届けデバイスは、前記遠位多孔部分に配置された第一の一
対の隣接周囲リングと、前記近位多孔表面に配置された第二の一対の隣接周囲リングを備
えており、ただし、前記第一の一対の隣接周囲リングの間の第一の最大距離は、前記第二
の一対の隣接周囲リングの間の第二の最大距離よりも大きい。
【０２０８】
　・前記第一の最大距離と前記第二の最大距離は両方とも、約０．００５０ｉｎから約０
．０４００ｉｎまでの範囲内にある。
【０２０９】
　・前記第一の最大距離と前記第二の最大距離は両方とも、約０．００７５ｉｎから約０
．０３６５ｉｎまでの範囲内にある。
【０２１０】
　・前記第一の最大距離と前記第二の最大距離は両方とも、約０．００９０ｉｎから約０
．０３３０ｉｎまでの範囲内にある。
【０２１１】
　・前記第一の最小距離は、約０．０４００ｉｎよりも小さく、前記第二の最小距離は、
約０．００５０ｉｎよりも大きい。
【０２１２】
　・前記第一の最小距離は、約０．０３６５０ｉｎよりも小さく、前記第二の最小距離は
、約０．００７５ｉｎよりも大きい。
【０２１３】
　・前記第一の最小距離は、約０．０３３０ｉｎよりも小さく、前記第二の最小距離は、
約０．００９０ｉｎよりも大きい。
【０２１４】
　・前記血管内プロテーゼ送り届けデバイスは、前記遠位部分に取り付けられた血管内プ
ロテーゼ連結部分をさらに備えている。
【０２１５】
　・前記血管内プロテーゼ連結部分は、前記血管内プロテーゼへの連結のための中間セク
ションと遠位セクションを備えている少なくとも一つの細長いセクションを備えている。
【０２１６】
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　・前記中間セクションと前記遠位セクションの少なくとも一つは、前記血管内プロテー
ゼ送り届けデバイスの縦軸に対して角度が付けられている。
【０２１７】
　・前記中間セクション前記遠位セクションは両方とも、前記血管内プロテーゼ送り届け
デバイスの縦軸に対して角度が付けられている。
【０２１８】
　・前記中間セクション前記遠位セクションは、互いに対して角度が付けられている。
【０２１９】
　・前記血管内プロテーゼ連結部分は、第一の細長いセクションと第二の細長いセクショ
ンを備えている一対の細長いセクションを備えている。
【０２２０】
　・前記第一の細長いセクションは、それの遠位端に配置された血管内プロテーゼ第一取
り付け部分を備えている。
【０２２１】
　・前記血管内プロテーゼ第一取り付け部分は、血管内プロテーゼに配置された第一の雄
雌連結システムの第二の半体を受けるための前記第一の雄雌連結システムの第一の半体を
備えている。
【０２２２】
　・前記第一の雄雌連結システムの前記第一の半体は、第一の雄部分を備えている。
【０２２３】
　・前記第一の雄雌連結システムの前記第二の半体は、第一の雌部分を備えている。
【０２２４】
　・前記第一の雄雌連結システムの前記第一の半体は、第一の雌部分を備えている。
【０２２５】
　・前記第一の雄雌連結システムの前記第二の半体は、第一の雄部分を備えている。
【０２２６】
　・前記第一の雄雌連結の前記第一の半体は、第一の血管内プロテーゼ取り外し部材を受
けるように構成されている。
【０２２７】
　・前記第一の雄雌連結の前記第二の半体は、第一の血管内プロテーゼ取り外し部材を受
けるように構成されている。
【０２２８】
　・前記第一の雄雌連結の前記第一の半体と前記第二の半体は、第一の血管内プロテーゼ
取り外し部材を受けるように構成されている。
【０２２９】
　・前記第一の血管内プロテーゼ取り外し部材は、第一のワイヤー部材を備えている。
【０２３０】
　・前記第二の細長いセクションは、それの遠位端に配置された血管内プロテーゼ第二取
り付け部分を備えている。
【０２３１】
　・前記血管内プロテーゼ第二取り付け部分は、血管内プロテーゼに配置された第二の雄
雌連結システムの第二の半体を受けるための前記第二の雄雌連結システムの第一の半体を
備えている。
【０２３２】
　・前記第二の雄雌連結システムの前記第一の半体は、第二の雄部分を備えている。
【０２３３】
　・前記第二の雄雌連結システムの前記第二の半体は、第二の雌部分を備えている。
【０２３４】
　・前記第二の雄雌連結システムの前記第一の半体は、第二の雌部分を備えている。
【０２３５】
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　・前記第二の雄雌連結システムの前記第二の半体は、第二の雄部分を備えている。
【０２３６】
　・前記第二の雄雌連結の前記第一の半体は、第二の血管内プロテーゼ取り外し部材を受
けるように構成されている。
【０２３７】
　・前記第二の雄雌連結の前記第二の半体は、第二の血管内プロテーゼ取り外し部材を受
けるように構成されている。
【０２３８】
　・前記第一の半体と前記第二の雄雌連結の前記第二の半体は、第二の血管内プロテーゼ
取り外し部材を受けるように構成されている。
【０２３９】
　・前記血管内プロテーゼ取り外し部材は、ワイヤー部材を備えている。
【０２４０】
　・前記第一の細長い部分は、前記第二の細長い部分よりも大きい縦全長を有している。
【０２４１】
　・前記第二の細長い部分は、前記第一の細長い部分よりも大きい縦全長を有している。
および／または
　・前記第一の細長い部分と前記第二の細長い部分は、実質的に等しい縦全長を有してい
る。
【０２４２】
　図１～２を参照すると、血管内プロテーゼ１００が示されさている。血管内プロテーゼ
１００は、拡張可能部分１０５と、リーフ部分１１０と、ループ部分１１５を備えている
。拡張可能部分１０５は、一対の縦ストラット１０８，１０９によって互いに相互連結さ
れる一対の波状の周囲リング１０６，１０７を備えている。
【０２４３】
　リーフ部分１１０は脊柱部分１１１を備えており、それの一方の側には第一の列のリブ
部分１１２が、また、それの反対側には第二の列のリブ部分１１３が連結されている。見
られ得るように、脊柱部分１１１は、波形外形を備えている（この特徴の拡大図のための
図１ａも参照されたい）。列１１２，１１３のおのおのの中の個々のリブは、脊柱部分１
１１によって形成された波形パターンの山に連結されている。これは、列１１２，１１３
の中の個々のリブ部分の連結点が互いに対して縦にオフセットされることをもたらしてい
る。
【０２４４】
　列１１２および１１３の中の各リブ部分の仕様は、上に言及されたものであることが好
適である。ループ部分１１５は、単一ループ部分１１６を備えており、その機能は以下に
、より詳しく説明される。
【０２４５】
　血管内プロテーゼ１００は、プロテーゼ１００上のさまざまな位置に配置された一連の
放射線不透過性マーカー１２０をさらに備えている。
【０２４６】
　拡張可能部分１０５は、（以下に論じられる）送り届けシステムへの連結のための一対
のループ部分１２２，１２４を備えている。
【０２４７】
　図１ａを参照すると、血管内デバイス１００の一部の拡大図が示されている。下記は、
図１ａおよびこの明細書の他のところで使用される用語の索引（用語は、血管内デバイス
１００に関連して示されているが、以下に詳細に説明される血管内デバイス２００、３０
０、４００、５００および６００にもあてはまる）である。
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【表１】

【０２４８】
　図３を参照すると、血管内プロテーゼ１００は送り届けデバイス１３０に連結されてい
る。送り届けデバイス１３０の詳細は、以下でさらに詳しく論じられる。本目的のために
、送り届けデバイス１３０は、その遠位端に、一対のアーム１３５を備えている（図３に
は一方のアームだけが示されている）。送り届けデバイス１３０の各アーム１３５は、図
３に示されるように、拡張可能部分１０５のループ部分１２２または１２４に連結されて
いる。送り届けカテーテル１４０は送り届けデバイス１３０を覆っている。
【０２４９】
　図４を参照すると、送り届けデバイス１３０の血管内プロテーゼ１００への連結と、後
者の展開に関するさらなる詳細が提供される。
【０２５０】
　このように、送り届けデバイス１３０は多孔チューブ１３２を備えており、それの遠位
部分にアーム１３５が見つけられ得る。一方のアーム１３５は、拡張可能部分１０５のル
ープ１２２に雄雌関係で連結されており、一方、他方のアーム１３５は、ループ部分１２
４に、これまた雄雌関係で連結されている。アーム１３５とループ部分１２２，１２４の
間の連結は、図４に示されるように一対のワイヤー１３７によって維持されている。
【０２５１】
　図４に示されるように、血管内プロテーゼ１００は、動脈瘤開口１７をもつ動脈瘤１５
を有している本体通路１０（すなわち動脈）に送り届けられる。示された実施形態では、
血管内プロテーゼ１００は、いわゆる自己拡張デバイスである。これは、鞘１４０が引き
込まれたときに、血管内プロテーゼ１００がその展開状態に拡張することを意味する。
【０２５２】
　示された実施形態では、血管内プロテーゼ１００は、動脈瘤１５、特に動脈瘤開口１７
に対して正しく配置されていない。明確には、臨床のゴールは、リーフ部分１１５が動脈
瘤１５の動脈瘤開口１７を覆い、動脈瘤１５の閉塞を最終的にもたらすことである。図４
に示されるように、臨床のゴールは達成されていない。
【０２５３】
　一般に本発明の、特に血管内プロテーゼの特有の利点は、プロテーゼが、完全に鞘抜き
された後で、完全に解放および展開される前に、鞘の中に引き込まれ得るということであ
る。引き込まれたおよび部分的に鞘抜きされたデバイスが、それぞれ、図５および６に概
略的に示されている。
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【０２５４】
　このように、図５では、鞘１４０は、血管内プロテーゼ１００のリーフ部分１１５を覆
うように延びている。示された実施形態では、ループ部分１１６は、図５では鞘１４０か
ら出ているが、望むならば、デバイス全体は、鞘１４０の中に引き込まれ得る。リーフ部
分１１５のリブ部分の方向づけと設計は、たとえば列１１２，１１３の中のそれぞれのリ
ブ部分の遠位部分の十字交差を可能にすることによって、鞘１４０の中へのリーフ部分１
０５の引き込みを促進し、これは、一般に本血管内プロテーゼの特に有利な特徴である。
【０２５５】
　図５に示されるように、血管内プロテーゼ１００の再鞘入れは、血管内プロテーゼ１０
０と鞘１４０の間の矢印Ａの方向の相対移動によって達成される。（初めてまたはそれ以
外で）血管内プロテーゼ１００を鞘抜きすることが望まれるとき、鞘１４０は、図６に示
されるように血管内プロテーゼに対して矢印Ｂの方向に移動される。
【０２５６】
　図５および６に示されるように血管内プロテーゼ１００を鞘入れ、鞘抜き、再鞘入れな
どする能力は、血管内プロテーゼ１００が部分的にまたは完全に鞘抜きされた後でも、臨
床医が、動脈瘤１５の動脈瘤開口１７に対してリーフ部分１１５の位置を最適化すること
を可能にするので、一般に本血管内プロテーゼの別個の利点である。さらに、鞘入れ、鞘
抜き、再鞘入れなどの特徴はまた、臨床医が、患者のからだに対して血管内プロテーゼの
サイズ（直径と長さ）を評価することを可能にし、もしサイズが満足でないならば、臨床
医は、患者内の標的解剖学的構造に鞘を維持したまま、血管内プロテーゼを完全に取り除
いて、それを正しいサイズのデバイスに交換することができる。
【０２５７】
　血管内プロテーゼ１００の最適位置が図７に示されており、リーフ部分１１５は動脈瘤
１５の動脈瘤開口１７を閉塞している。用語「閉塞」は、広い意味で使用され、一般に、
リーフ部分１１５が、動脈瘤１５の動脈瘤開口１７を覆うことを意味する。作用のどんな
理論または特定の様式によってくくられることを望まないが、リーフ部分１１５のこの作
用は、動脈瘤１５と親管の間の圧力低下を作り出し、それは最終的に閉塞と治療に結びつ
くと考えられる。ループ部分１１５の単一ループ１１６は、身体通路１０内へのリーフ部
分１１０の付加を改善する働きをする。
【０２５８】
　いったん血管内プロテーゼ１００が正しい位置にきたならば（これは、従来のラジオグ
ラフィーの臨床使用と、標的解剖学的構造に対する放射線不透過性マーカー１２０の位置
を観察することによって確認され得る）、血管内プロテーゼ１００は送り届けデバイス１
３０から解放される。これは、送り届けデバイス１３０のアーム１３５が血管内プロテー
ゼ１００の拡張可能部分１０５のループ１２２，１２４から解放されることを可能にする
ワイヤー１３７（初期の引き込みは図７に示されている）を引き込むことによって達成さ
れる。それから、送り届けデバイス１３０と鞘１４０は、患者から引き抜かれ得る。図８
に示されるように正しく展開された血管内プロテーゼ１００は埋め込まれたままである。
【０２５９】
　図９および１０を参照すると、血管内プロテーゼ２００が示されている。血管内プロテ
ーゼ２００は、次の例外を除いて、図１～２に説明された血管内プロテーゼ１００に似て
いる。
【０２６０】
　・血管内プロテーゼ１００のループ部分１１５における単一閉ループ１１６は、一対の
分割ループ部分２１６ａ，２１６ｂと置き換えられた。
【０２６１】
　・血管内プロテーゼ２００における放射線不透過性マーカー２２０の配置は、血管内プ
ロテーゼ１００における放射線不透過性マーカー１２０の配置と異なっている。
【０２６２】
　・血管内プロテーゼ２００のリーフ部分２１０における個々のリブの設計は、血管内プ
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ロテーゼ１００のリーフ部分１１０におけるリブ部分に対してわずかに修正された。
【０２６３】
　・血管内プロテーゼ２００の列２１２，２１３におけるリブ部分は、血管内プロテーゼ
１００におけるよりも緊密に離間されている。
【０２６４】
　・ループ２２２および２２４は、送り届けシステムへの取り付けのために修正された。
【０２６５】
　分割ループ２１６ａ，２１６ｂの使用は、血管内プロテーゼ２００の改良された付加を
提供する。血管内プロテーゼ１００において使用される単一ループ１１６は、単一ループ
が動脈のサイズに対して大き過ぎると、動脈の管腔の中に出ることがある。対の分割ルー
プ２１６ａ，２１６ｂの用意は、動脈の管腔の中に曲がることを避けながら、所与のペア
の中の各ループの重なりを可能にする。この実施形態の放射線不透過性マーカーの追加は
、血管内プロテーゼ２００の末端の個所の臨床医による視覚化を促進する。示された拡張
可能部分２０５の放射線不透過性マーカー２２０の用意は、プロテーゼ２００の端一端の
視覚化を促進し、一方、示されたループ部分２１５の放射線不透過性マーカー２２０の用
意は、プロテーゼ２００の一他端の視覚化を促進する。
【０２６６】
　さらに、リーフの脊柱の近くに二つのマーカーを有していることと、リーフの閉塞長さ
の長さを描くことは、臨床医能力が、動脈瘤開口１７に対するリーフ長さが適切であるか
否かを評価することを可能にする。
【０２６７】
　見られ得るように、ループ２２２は、一対の開口２２２ａ，２２２ｂを備えている。同
様に、ループ２２４は、一対の開口２２４ａ，２２４ｂを備えている。
【０２６８】
　図１１を参照すると、血管内プロテーゼ２００は、送り届けデバイス２３０に取り付け
られている。見られ得るように、送り届けデバイス２３０は、多孔チューブ２３２を備え
ている。一対のアーム２３５が、多孔チューブ２３２の遠位端に設けられている。図１２
（ａ）は、図１１の領域Ｃの拡大図を提供している。見られ得るように、アーム２３５は
、それぞれ一対の開口２３５ａ，２３５ｂを有している。アーム２３５の開口２３５ａは
、それぞれ、ループ２２２または２２４の開口２２２ａまたは２２４ａと整列されている
。同様に、開口２３５ｂは、それぞれ、ループ２２２または２２４の開口２２２ｂまたは
２２４ｂと整列されている。それから、一つのループワイヤー２４０が、一対のワイヤル
ープ２４１を作り出すように、これらの整列されたループを通って渡されている。ループ
ワイヤー２４０は、アーム２３５のおのおのに対して単一のワイヤーであってよよいし、
一対の独立したワイヤーであってもよい。それから、解放ワイヤー２４５が、ループ２４
１を通って供給されている。これは、血管内プロテーゼ２００または送り届けデバイス２
３０の詳細なく、ループワイヤー２４０と解放ワイヤー２４５の配置を示している図１２
（ｂ）を参照すると、より明りょうに見られ得る。図１２（ｃ）は、ループワイヤー２４
０単独の方向づけを示している。
【０２６９】
　血管内プロテーゼ２００は、血管内プロテーゼ１００に関連して、上に説明されたのと
同じ方法で操縦され得る。このように、血管内プロテーゼ２００も、血管内プロテーゼ１
００の場合のように、鞘入れ、鞘抜き、再鞘入れなどされることができるという有益な特
徴を有している。
【０２７０】
　血管内プロテーゼ２００が正しく配置されるとき。それは、解放ワイヤー２４５を連続
して引き込み、それからループワイヤー２４０を引き込むことによって、送り届けデバイ
ス２３０から取り外され得る。この分野の当業者によって認められるように、いったん解
放ワイヤー２４５が引き込まれたならば、ループ２４１は、ループ２２２，２２４の開口
とアーム２３５の開口から自由に引き込まれることができる。いったんループ２４１がこ
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のように引き込まれたならば、血管内プロテーゼ２００は、送り届けデバイス２３０のア
ーム２３５から取り外される。
【０２７１】
　図１３および１４を参照すると、血管内プロテーゼ３００が示されている。血管内プロ
テーゼ３００は、拡張可能部分３０５が修正された例外を除いて、上に説明された血管内
プロテーゼ２００に似ている。明確には、拡張可能部分３０５はアンカー脊柱３０６を備
えており、アンカー脊柱３０６の両側には一連のアンカーリブ３０７が配置されている。
【０２７２】
　血管内プロテーゼ３００になされた別の修正は、送り届けデバイスへの連結のための一
対の開口３２２ａ，３２２ｂ）を備えている単一ループ３２２の用意である。
【０２７３】
　血管内プロテーゼ２００に対する血管内プロテーゼ３００の利点は、以下を含んでいる
。
【０２７４】
　・血管内プロテーゼ２００（また血管内プロテーゼ１００）についての二つの連結と比
較して、プロテーゼと送り届けデバイスの間の単一の取り付け連結。
【０２７５】
　・リーフ部分の中央の近くにあるリブ先端近くへの放射線不透過性マーカーの追加。そ
れらは、リーフ部分の脊柱部分の近くにあるマーカーに対してほぼ周囲に直交している。
これらの周囲の直交マーカーは、臨床医がデバイスの回転位置を放射線写真で評価するの
を助ける。
【０２７６】
　図１４および１５を特に参照すると、多孔チューブ３３２を有している送り届けデバイ
ス３３０に連結された血管内プロテーゼデバイス３００が示されている。多孔チューブ３
３２の端に単一のアーム３３５が配置されている。アーム３３５は、製造のあいだに、血
管内プロテーゼ３００のループ３２２の開口３２２ａ，３２２ｂと整列され得る一対の開
口を備えている。これらの開口が製造のあいだに整列された後、一対のループ３４１を提
供するために、単一ループ／解放ワイヤー３４５が、整列された開口を通って送られる。
それから、同じループ／解放ワイヤー３４５は、単一ループ／解放ワイヤー３４５がどの
ように配置されるかのさまざまな詳細を提供する図１５（ａ），（ｂ），（ｃ），（ｄ）
に示されるように、それ自体がループ３４１を介して送り戻される。示されるように、単
一ループ／解放ワイヤー３４５の端は、アーム３３５に永久的に固定されている。
【０２７７】
　血管内プロテーゼ３００は、血管内プロテーゼ１００および血管内プロテーゼ２００に
関連して上に説明されたのと同じ手法で、標的動脈瘤に送り届けられ得る。いったん血管
内プロテーゼが正しい位置にきたならば、それは、ループ／解放ワイヤー３４５を引き込
むことによって送り届けデバイス３３０から取り外されてよい。ループ／解放ワイヤー３
４５の初期の引き込みは、それをループ３４１から取り除く。ループ／解放ワイヤー３４
５の継続的な引き込みは、血管内プロテーゼ３００のループ３２２と送り届けデバイス３
３０のアーム３３５の整列した開口からループ３４１を取り除く。この点で、送り届けデ
バイス３３０は、血管内プロテーゼ３００を適所に残して引き抜かれてよい。
【０２７８】
　図１～１５を参照して上に説明された血管内プロテーゼは、いわゆる側壁動脈瘤の閉塞
に特に良く適している。時折、標的動脈瘤は、上に説明された遠位脳底動脈などの分岐動
脈の交差部に位置することがあり、そのような標的動脈瘤は、側壁動脈瘤よりも、取り扱
うのが一般に難しい。そのような標的動脈瘤の治療に対しては、図１～１５を参照して上
に説明された血管内プロテーゼをさらに修正することが好適である。
【０２７９】
　このように、図１６～１７を参照すると、分岐動脈に位置する動脈瘤の治療に特に良く
適している血管内プロテーゼ４００が示されている。見られ得るように、血管内プロテー
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ゼ４００は、図１～２を参照して上に説明された血管内プロテーゼ１００に似ており、次
の修正を伴っている。
【０２８０】
　・脊柱４１１が周囲リング４０６の山に連結されている（周囲リング１０６の谷に連結
されている血管内プロテーゼ１００中の脊柱１１１参照）ように、拡張可能部分４０５（
周囲リング４０６，４０７およびストラット４０８，４０９を含む）が脊柱４１１の反対
端に移された。この特徴は、直線または分岐身体通路のいずれかの中に血管内プロテーゼ
４００を送り届けることを促進する。
【０２８１】
　・取り外しループ４２２，４２４が、血管内プロテーゼ４００の両端に配置されている
（血管内プロテーゼ１００の拡張可能部分１０５に配置されているループ１２２，１２４
参照）。
【０２８２】
　・血管内プロテーゼ１００（ループ部分１１５参照）のように、血管内プロテーゼ４０
０の近位端にループ部分がない。
【０２８３】
　・単一の取り付け部分４２４が、血管内プロテーゼ４００の脊柱４１１の近位端に設け
られている。
【０２８４】
　図１８～２１を参照すると、分岐動脈５０への血管内プロテーゼ４００の送り届けと展
開が示されている。見られ得るように、分岐動脈５０は、動脈瘤開口５７を有している動
脈瘤５５を備えている。
【０２８５】
　図１８～２１の特に重要なものは、送り届けと展開のあいだに血管内プロテーゼが方向
づけられる一般的手法である。明確には、上に説明された血管内プロテーゼ１００，２０
０，３００のいずれかが側壁動脈瘤に送り届けられるとき、その送り届けは、ループ部分
（１１５，２１５，３１５）が臨床医に対して末端に方向づけられ、したがって、送り届
けカテーテル４４０を最初に出るように、拡張可能部分（１０５，２０５，３０５）を方
向づけることによって実施される。これとは対照的に、血管内プロテーゼ４００を分岐動
脈５０に送り届ける場合、拡張可能部分４０５は、臨床医に対して末端に方向づけられ、
一方、ループ４２４（拡張可能部分４０５に対して血管内プロテーゼの反対端にある）は
、臨床医に対して末端に方向づけられ、したがって、送り届けカテーテル４４０を最後に
出る。
【０２８６】
　図１８（ａ）を参照すると、ガイドワイヤ６６が挿入され、分岐動脈５０の第一のブラ
ンチ５１を通して渡される。次に、図１８（ｂ）を参照すると、送り届けカテーテル／鞘
４４０が、ガイドワイヤ６６上に、分岐動脈５０の第一のブランチ５１の中に通される。
【０２８７】
　次に、図１８（ｃ）を参照すると、ガイドワイヤ６６が、分岐動脈５０の第一のブラン
チ５１から引き抜かれる。図１８（ｄ）を参照すると、送り届けデバイス４３０に取り付
けられた血管内プロテーゼ４００が分岐動脈５０の第一のブランチ５１の中に配置される
まで、血管内プロテーゼ４００が送り届けカテーテル／鞘４４０を通して供給される。
【０２８８】
　図１８（ｅ）を参照すると、その後、送り届けカテーテル／鞘４４０が引き抜かれる。
これは、血管内プロテーゼ４００の拡張可能部分４０５の初期展開をもたらす。血管内プ
ロテーゼ４００の拡張可能部分４０５のこの初期展開に医師が満足でないならば、彼／彼
女は、分岐動脈５０の第一のブランチ５１の内部にそれを再配置しようとして血管内プロ
テーゼ４００を再鞘入れしてよい。
【０２８９】
　いったん血管内プロテーゼ４００の初期展開に医師が満足したならば、送り届けカテー



(29) JP 6054374 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

テル／鞘４４０がさらに引き込まれ、血管内プロテーゼ４００の近位部分を露出させる。
図１８（ｆ）参照。
【０２９０】
　図１９を参照すると、送り届けデバイス４３０が、図１９に示されるように、さらに延
ばされている。このさらなる延長は、血管内プロテーゼ４００の初期展開のため、自然に
分岐動脈５０の第二のブランチ５２の中に前進する。
【０２９１】
　いったん血管内プロテーゼ４００が正しい位置にあると判断されたならば、送り届けデ
バイス４３０は、以下に論じられる手法で、血管内プロテーゼ４００から取り外される。
これは、送り届けカテーテル４４０と送り届けデバイス４３０の引き抜きを可能にし、図
２１に示されるような血管内プロテーゼ４００の最終展開をもたらす。この最終展開外形
では、血管内プロテーゼ４００のリーフ部分４１０は、動脈瘤５５の動脈瘤開口５７を閉
塞している。
【０２９２】
　図２５を参照すると、血管内プロテーゼ４００の送り届けのための送り届けデバイス４
３０が示されている。送り届けデバイス４３０は、血管内プロテーゼ１００，２００，３
００を参照して上に説明されたものに似ている多孔表面４３２を備えている。送り届けデ
バイス４３０はさらに、正方形網目４３７を有している第一のアーム４３５と、クリート
／バックル取り付け部４４５を有している第二のアーム４４２を備えている。クリート／
バックル取り付け部４４５は、開口４４８を有している指部分４４７を備えている。指部
分４４７は、クリート／バックル取り付け部４４５のプロテクター部分４４９に関して移
動可能である。クリート／バックル取り付け部４４５のプロテクター部分４４９は、血管
内プロテーゼ４００の引き込みのあいだのループ４２４のひっかかりから保護する。
【０２９３】
　図２２～２４を参照すると、血管内プロテーゼ４００の拡張可能部分４０５のループ部
分４２４に対する送り届けデバイス４３０のアーム４３５の取り付けについてのさらなる
詳細が示されている。このように、ループ部分４２４が、正方形網目４３７に挿入され、
ワイヤー４３８が、正方形網目４３７に対してループ部分４２４を固定するように、ルー
プ部分４２４を通って挿入される。図２２を参照されたい。いったん血管内プロテーゼが
正しい位置にきて、血管内プロテーゼ４００から送り届けデバイス４３０を取り外すこと
を臨床医が望んだならば、ワイヤー４３８が図２３に示されるように引き抜かれる。これ
は、アーム４３５が、図２４に示されるように血管内プロテーゼ４００のループ部分４２
４から分離されることを可能にする。
【０２９４】
　図２６および２７を参照すると、送り届けデバイス４３０のアーム４４２のクリート／
バックル取り付け部４４５への血管内プロテーゼ４００の取り付け部分４２２の取り付け
のさらなる詳細が示されている。理解の容易さのため、図解は、脈管構造（図２０参照）
の外側でなされた。このように、クリート／バックル取り付け部４４５の指部分４４７は
、取り付け部分４２２の第一の開口４２６に挿入される。ワイヤー４２８が、取り付け部
分４２２の第二の開口４２９を通って挿入され、また、クリートバックル取り付け部４４
５の指部分４４７の開口部分４４８に通される。図２７を参照されたい。この配置は、送
り届けデバイス４３０のクリート／バックル取り付け部４４５に対して血管内プロテーゼ
４００の取り付け部分４２２を固定する働きをする。
【０２９５】
　血管内プロテーゼ４００が正しい位置にあり、臨床医が血管内プロテーゼ４００を送り
届けデバイス４３０から取り外すことを望むとき、臨床医は、ワイヤー４２８を開口４２
９，４４８から引き抜く。これは、指部分４４７が、取り付け部分４２２の開口４２６か
ら引き抜かれることを可能にし、それによって、送り届けデバイス４３０からの血管内プ
ロテーゼ４００のその部分の取り外しを可能にする。
【０２９６】
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　この時点で、送り届けデバイス４３０は血管内プロテーゼ４００から取り外され、図２
０に示される送り届けカテーテル／鞘４４０を通って患者から完全に引き抜かれてよい。
血管内プロテーゼ４００の最終展開が図２１に示されている。
【０２９７】
　図２８～３５を参照すると、分岐動脈に位置する動脈瘤の治療に特に良く適している血
管内プロテーゼ５００が示されている。見られ得るように、血管内プロテーゼ５００は、
図１６～１７を参照して上に説明された血管内プロテーゼ４００に似ており、次の大まか
な修正を伴っている。
【０２９８】
　・アーム５１９の用意。
【０２９９】
　・血管内プロテーゼ４００の単一の放射線不透過性マーカー４２０が、三つの放射線不
透過性マーカー５２０ａ，５２０ｂ，５２０ｃと置き換えられた。
【０３００】
　・リブ部分の列５１２，５１３の中の放射線不透過性マーカー５２０の配置が変更され
た。
【０３０１】
　・血管内プロテーゼ４００の脊柱４１１の端に設けられた単一の取り付け部分４２４が
一対のアーム５１９と置き換えられ、その端には、一対の開口５２６，５２９を備えてい
る取り付け部分５２４がある。
【０３０２】
　これらの修正から多数の技術的効果が生じる。追加の放射線不透過性マーカーは、血管
内プロテーゼ５００の近位および遠位末端の患者内における位置に関する情報を臨床医に
提供する。血管内プロテーゼ４００では、放射線不透過性マーカーは、プロテーゼの脊柱
部分の同じ側に沿って配置されていた。これとは対照的に、血管内プロテーゼ５００では
、放射線不透過性マーカーは脊柱部分に沿って交互に位置し、最近位放射線不透過性マー
カーは脊柱の中心にある。血管内プロテーゼ５００中の対のアーム５１９は、動脈瘤開口
の方に脊柱およびリブ部分を抗して付勢するとともに、それらを動脈壁に抗して付勢する
脊柱およびリブ部分に対する支持を提供する働きをする。さらに、対のアーム５１９は、
血管内プロテーゼ４００で使用される送り届けデバイスの第二のアーム４４２の機能に取
って代わる。
【０３０３】
　図３０～３５を参照すると、上に説明された送り届けデバイス４３０に似ている送り届
けデバイス５３０への血管内プロテーゼ５００の取り付けが示されている。一つの違いは
、送り届けデバイス４３０の第一のアーム４３５が、拡張可能部分５０５のループ部分５
２４に供給される第一のワイヤー部分５３５と置き換えられたことである。ワイヤー５３
８が、拡張可能部分５０５への送り届けデバイス５３０の取り付けを示している図３０に
示されるようにワイヤー部分５３５を通して供給される。ワイヤー部分５３５を拡張可能
部分５０５から取り外すことが望まれるとき、ワイヤー５３８が引き込まれ、そのことが
、ワイヤー部分５３５が拡張可能部分５０５のループ部分５２４から離れることを可能に
する。図３１および３２を参照されたい。
【０３０４】
　図３３を参照すると、送り届けデバイス５３０についての追加詳細が示されている。本
質的に、血管内プロテーゼ４００で使用されたアーム４３５，４４２が省略されている。
明確には、アーム４３５はワイヤー部分５３５と置き換えられ、アーム４４２は省略され
、血管内プロテーゼ５００中の一対のアーム５１９と置き換えられた。図３４を参照され
たい。アーム４４２の機能は、血管内プロテーゼ５００中のアーム５１９の存在と置き換
えられ、血管内プロテーゼ５００のアーム５１９の曲率が、分岐動脈の血管内プロテーゼ
５００の正確な配置を支援するという追加利点を伴う。
【０３０５】
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　示されるように、送り届けデバイス５３０は、血管内プロテーゼ５００のアーム５１９
の開口５２６，５２９と整列され、ループワイヤー５４８と解放ワイヤー５２８によって
一体に固定される取り付け部分５４２を備えている。図３４に示されるように、血管内プ
ロテーゼ５００のアーム５１９は、各アーム５１９のそれぞれの開口５２６，５２９が整
列されるように整列される。ループワイヤー５４８は、送り届けデバイス５３０の取り付
け部分５４２に通される。引き込みワイヤー５２８が、図３４に示されるように、また図
３５に示されるように、ループワイヤー５４８に通される。
【０３０６】
　血管内プロテーゼ５００は、送り届けデバイス５３０を使用して、血管内プロテーゼ４
００に関連して図１８～２１に上に説明されたのと同様の手法で送り届けられてよい。
【０３０７】
　図３６および３７を参照すると、分岐動脈に位置している動脈瘤の治療に特に良く適し
ている血管内プロテーゼ６００が示されている。見られ得るように、血管内プロテーゼ６
００は、図２８および２９を参照して上に説明された、血管内プロテーゼ５００に似てお
り、次の大まかな修正を伴っている。
【０３０８】
　・血管内プロテーゼ５００の対のアーム５１９が、四つのアーム６１９と置き換えられ
た。
【０３０９】
　・放射線不透過性マーカー５２０ａ，５２０ｂ，５２０ｃ，５２０が血管内プロテーゼ
５００に配されたのとは違う風に、放射線不透過性マーカー６２０が血管内プロテーゼ６
００に配されている。
【０３１０】
　・縦ストラット５０９が除去されたことによって、要素６０６，６０７が非周囲に延び
ている（それらはいわゆる「分割ループ」と見なされ得る）。
【０３１１】
　・血管内プロテーゼ６００には、取り付け点５２２に対応する要素が存在しない。なぜ
なら、「拡張可能部分」がリブまたは分割ループと置き換えられ、もはや取り付け点を必
要としないからである。
【０３１２】
　血管内プロテーゼ６００の原理利点の一つは、それが、血管内プロテーゼ６００への単
一の取り付け部から成る送り届けデバイス６３０で送り届けられ得ることである。アーム
６１９の用意は、動脈瘤開口に抗した、また動脈壁に抗した脊柱部分およびリブ部分の付
勢を改善する。これは、血管内プロテーゼ５００よりもさまざまな解剖学的構造への血管
内プロテーゼの移植を可能にするので、特に有利である。血管内プロテーゼ６００が標的
動脈に対して大き過ぎれば、アーム６１９は動脈壁に抗したまま互いに重なるが、血管内
プロテーゼ５００では、プロテーゼが大き過ぎれば、アーム５１９は動脈の管腔の中に侵
入するかもしれない。同様の利点は、要素６０６および６０７に関連して生じる。最後に
、血管内プロテーゼ５００で使用された交互配置と比較すると、血管内プロテーゼ６００
の脊柱部分の両側に配置された放射線不透過性マーカーがある。これは、動脈瘤開口に対
する最適な配置を可能にするリーフ脊柱のより詳細な表現を放射線写真で提供する。
【０３１３】
　図３７は、送り届けデバイス６３０への血管内プロテーゼ６００の連結を示している。
明確には、血管内プロテーゼ６００の取り付け部分６２２は、送り届けデバイス６３０の
取り付け部分６３２と整列されている。血管内プロテーゼ６００を送り届けデバイス６３
０に連結する詳細は図３７に示されていないが、図１４および１５を参照して上に説明さ
れたように単一ループ／解放ワイヤーを利用することが好適であり、血管内プロテーゼ６
００を送り届けデバイス６３０に連結するとき、ループ３４１は逆さまにされる。
【０３１４】
　図３８（ｉ）～３８（ｉｉｉ）を参照すると、血管内プロテーゼ送り届けデバイス５の
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遠位部分のさまざまな図が示されている。示された遠位部分は、多孔表面を有している。
血管内プロテーゼ送り届けデバイスの残り部分（明りょうのために図示せず）は実質的に
非多孔である。
【０３１５】
　示されるように、多孔表面の近位部分から多孔表面の遠位部分に移動して（図３８（ｉ
）～（ｉｉｉ）の左右へ）、血管内プロテーゼ送り届けデバイス５の多孔表面の有孔性に
は全面的な増加がある。
【０３１６】
　本発明者らは、特に曲がりくねった脈管構造を通した血管内プロテーゼの送り届けを促
進するために、縦可撓性と（ねじれ能力に関する）十分な構造的強度の間の高い所望のバ
ランスを与えるのに多孔表面の特定の寸法の組み合わせが特に有用であることを見いだし
た。
【０３１７】
　明確には、図３８（ａ）および３８（ｂ）を特に参照すると、寸法の組み合わせを有し
ている多孔表面から生じる機能的利点は、隣接周囲リング２５のエッジ２０が互いに接触
し、その時点で、長手ストラット１０にそれ以上の曲がり（ひずみ）が加えられ得ないの
を可能にする曲がりの量まで多孔表面中の縦ストラット１０の曲がりを可能にする。した
がって、縦ストラット１０にかけられるひずみの量には限界があり、それによって、血管
内プロテーゼ送り届けデバイス５の多孔表面を作り出すために使用される材料の捻転、降
伏および／または破損の可能性を低減する。
【０３１８】
　図３８（ａ）～３８（ｄ）を参照すると、それらの図面に現われる要素Ｏ、Ｐ、Ｑおよ
びＲについての寸法は、デバイスの一端から他端までのこれらの要素のすべてについての
同時発生の推移を示している。
【表２】

【０３１９】
　要素Ｏ、Ｐ、ＱおよびＲの推移の数は、特に限定されない。たとえば、図３８では、周
囲隣接縦ストラット（Ｒ）と縦隣接周囲リングＰの間の推移がある。しかしながら、繊維
は、たとえば、Ｏ、Ｐ、ＱおよびＲについて一定寸法をもつ下位セクションを有している
ことによって、より少ないステップを使用して達成されてもよい。この後者の実施形態で
は、下位セクションは、同様または相違する縦全長であってよい。一連の個々の推移の一
つ以上の下位セクションの組み合わせを使用することも可能である。
【０３２０】
　図３８に示される送り届けデバイスの実施形態は、好適には、送り届けカテーテル１４
０，４４０の直径よりも小さい直径を有している。好適には、送り届けデバイスは、約０
．０１５から約０．０３５インチまで、より好適には約０．０２０から約０．０３０イン
チまでの範囲、最も好適には、０．０２５インチを有している。
【０３２１】
　特に患者のひどく苦しい脈管構造を通してプロテーゼを送り届けることが望まれるとき
、血管内プロテーゼ送り届けデバイス５は、本血管内プロテーゼの送り届けに特に良く適
している。もちろん、他のタイプの血管内プロテーゼを送り届けるために血管内プロテー
ゼ送り届けデバイス５が使用されてもよいことは認められる。
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【０３２２】
　図３８～４３は、「３０」で終わる参照数字で識別された上に説明されたさまざまな送
り届けデバイスの遠位部分の拡大図を示している。下記は、上記送り届けデバイスと、そ
の送り届けデバイスによって好適に送り届けられる上記血管内プロテーゼの索引である。
【表３】

【０３２３】
　図３９～４３に見られ得るように、各送り届けデバイスの多孔チューブ状部分は非常に
類似しているが、血管内プロテーゼに取り付くために使用される遠位セクションは、特定
タイプの血管内プロテーゼを収容するために各実施形態で変更されている。図では、血管
内プロテーゼを取り付けるために使用される遠位セクションは、血管内プロテーゼの送り
届けを促進するためにヒートセットされており（たとえば送り届けデバイスが、ニチノー
ルなどの形状記憶合金から構成されており）、これは、血管内プロテーゼを分岐動脈に送
り届けることが望まれるとき、特に有利である。要点は、この分野の当業者は、本明細書
を手にして、血管内プロテーゼに取り付くために使用される遠位セクションの特定の性質
は明確に制限されないと理解するであろうということである。さらに、この分野の当業者
は、本明細書を手にして、血管内プロテーゼのある示された実施形態を血管内プロテーゼ
送り届けデバイスのある示された実施形態を、これらの一方または両方に小さな修正を加
えてまたは加えることなく、混合または整合することが可能であることを認めるであろう
。
【０３２４】
　非常に好適な実施形態では、本血管内プロテーゼ送り届けデバイスはまた、それの多孔
表面上に被覆層が設けられている。被覆層は、血管内プロテーゼ送り届けデバイスの多孔
表面の内側および外側表面の一方または両方に配置されてよい。そのような被覆層の用意
は、血管内プロテーゼ送り届けデバイスと、血管内プロテーゼを送り届けるために一般に
使用される送り届けカテーテルの内部との間の摩擦を除去または緩和することが分かった
。好適には、被覆層は、天然または合成ポリマーであってよい生物適合性ポリマーから作
られる。適切なポリマーの非限定的な例は、ポリウレタン、シリコーン材料、ポリウレタ
ン／シリコーン化合物、ゴム材料、ダクロン（登録商標）などの織および不織布、ポリテ
トラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）材料などのフルオロポリマー合成物、テフロン（登録
商標）、ゴアテックス（登録商標）、ソフトフォーム（登録商標）、Ｉｍｐｒａ（登録商
標）などや含有の拡張ＰＴＦＥ材料（ｅＰＴＦＥ）やそれに類するものを備えている群か
ら選ばれてよい。好適には、被覆層は、約０．０００２５から約０．００１００インチま
での範囲内の厚さを有しており、より好適には、被覆層の厚さは約０．０００５０インチ
である。
【０３２５】
　本発明の血管内プロテーゼはさらに、その上に被覆材料を備えていてよい。被覆材料は
、プロテーゼの表面に連続的または不連続的に配置されてよい。さらに、被覆は、プロテ
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ーゼの内部および／または外部表面に配置されてよい。被覆材料は、（たとえばステント
の血栓形成を低減する）生物学的不活性材料、（たとえば、抗凝固性動作を提供する、身
体通路やそれに類するものに調合薬を送り届ける）移植後に身体通路の壁の中に浸出する
医薬合成物、拡張可能／膨張可能材料（たとえばヒドロゲル材料）やそれに類するものの
一つ以上であってよい。
【０３２６】
　さらに、本血管内プロテーゼは、身体管の壁との、および／または、管を流れる液体、
通常は血液との相互作用を最小にするため、生体適合性被覆が設けられてよい。そのよう
な被覆の多くは、この分野で知られている。被覆は好適にはポリマー材料であり、それは
一般に、ステントに、溶液または溶剤中のプレフォームポリマーのディスパージョンを塗
布し、溶剤を取り除くことによって提供される。非ポリマー被覆材料が代替的に使用され
てもよい。適切な被覆材料たとえばポリマーは、ポリテトラフルロエチレンまたはシリコ
ーンゴム、または生体適合性であると知られているポリウレタンであってよい。しかしな
がら、好適には、ポリマーは、両性イオンのペンダント基、一般にリン酸アンモニウムエ
ステル基、たとえばホスホリルコリン群、またはそれの類似化合物を有している。
【０３２７】
　適切なポリマーの例は、国際公開ＷＯ－Ａ－９３／１６４７９号およびＷＯ－Ａ－９３
／１５７７５号に示されている。それらの文献の中で説明されたポリマーは、一般に生物
学適合性であるとともに血液適合性であり、加えて、滑らかである。そのような被覆が使
用されるとき、血栓症をもたらすかもしれない、たとえば血液との、不所望な相互作用を
最小化するため、血管内プロテーゼの表面が完全に被覆されていることが好適である。こ
の良好な被覆は、被覆溶液粘性、被覆技術および／または溶剤除去ステップなどの被覆条
件の適切な選択によって達成され得る。
【０３２８】
　本血管内プロテーゼが製造される手法は特に限定されない。好適には、血管内プロテー
ゼは、チューブ状出発材料に適用されるレーザー切断または化学エッチングの技術によっ
て生産される。したがって、出発材料は、あらかじめ決められた設計を有しているプロテ
ーゼを提供するために（レーザー切断または化学エッチングによって）その後に切り落と
されるセクションを有している金属または合金（非限定的な例は、ステンレススチール、
チタン、タンタル、ニチノール、Ｅｌｇｉｌｏｙ、ＮＰ３５Ｎ、コバルトクロム合金およ
びそれらの混合物を含んでいる）の薄い管であってよい。あるいは、平坦な出発材料から
プロテーゼの設計（レーザー切断または化学エッチングによって）に切断し、その後に、
切断された製品をチューブに丸めて、そのような外形にヒートセットするか、そのエッジ
が溶接されるか他の方法で固定されてチューブ状デバイスを形成することも可能である。
【０３２９】
　特に好適な実施形態では、本血管内プロテーゼは、ある温度に到達したときに拡張する
適当な材料から作られている。この実施形態では、材料は、少なくとも約２５℃、好適に
は約２５℃から約３５℃の範囲内の温度において自己拡張することが可能である金属合金
（たとえばニチノール）であってよい。この好適な実施形態では、特別の意図した解剖学
的構造のために最適化された展開外形を採用するように血管内プロテーゼ―をヒートセッ
トすることが望ましく、また好適でもある。たとえば、これは、上に説明された血管内プ
ロテーゼ４００，５００，６００にとって好適である。
【０３３０】
　この発明は、例証の実施形態および実例に関連して説明されたが、説明は、限定された
概念に解釈されるようには意図されていない。したがって、例証の実施形態の、また本発
明の他の実施形態のさまざまな修正は、この説明の参照において、この分野の当業者には
明らかであろう。たとえば、例証の実施形態はすべて、いわゆる分流器として働くリーフ
部分を利用している。すなわち、いったんデバイスが埋め込まれたならば、リーフ部分は
、血流を反らして動脈瘤開口に入らないようにする。動脈瘤開口が比較的大きい場合、リ
ーフ部分が、たとえば動脈瘤中の一つ以上のグリエルミ取り外し可能コイルを停留する停
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留部材として作用するように修正することが可能である。この修正では、隣接リブ部分の
間のすき間は、血管内プロテーゼの移植後、リーフ部分を通って一つ以上のグリエルミ取
り外し可能コイルの送り届けを可能にするに十分な程度に増大されるであろう。グリエル
ミ取り外し可能コイルは、本血管内プロテーゼのリーフ部分が動脈瘤開口を被覆している
とき、動脈瘤から「脱落」しそうにない。さらに、例証の実施形態は、血管内プロテーゼ
を血管内プロテーゼ送り届けデバイスに、雄雌連結システムをもつまたはもたない解放ワ
イヤー／ループワイヤーシステムを使用して取り付けることを描いているが、他のアプロ
ーチも使用されてもよい。たとえば、電解、熱機械的、他の機械的および同様のアプロー
チが採用されてよい。さらに、例証の実施形態は、脳動脈瘤の治療に焦点が当てられてい
るが、本血管内プロテーゼは、大動脈疾病（たとえば、国際公開ＷＯ０２／３９９２４号
［Ｅｒｂｅｌら］の中で述べられた大動脈疾病の議論を参照されたい）などの他の疾病を
治療するために使用されてよいことも考えられる。この修正では、さまざまな前述の寸法
を変更することが認められる。したがって、たとえば、添付の請求の範囲は、あらゆるそ
のような修正または実施形態にも及ぶことが認められる。
【０３３１】
　この中において述べられたすべての刊行物、特許または特許出願は、あたかも各刊行物
、特許または特許出願が参照によってその全体が明確にまた個々に示されるように、参照
によってそれらの全体が同じ程度に組み込まれる。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］　遠位部分および近位部分を有しているチューブ状部材を備えている血管内プロ
テーゼ送り届けデバイスであり、前記遠位部分は、複数の周囲リングによって定められた
多孔表面を有しており、複数の隣接対の周囲リングは、少なくとも一つの縦ストラットに
よって相互連結されており、前記多孔表面は、前記近位部分から前記遠位部分への方向に
、単一の周囲リングの反対側に連結された縦ストラットの間に縦ストラット周囲幅の減少
勾配を備えている、血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［２］　各周囲リングは、交互の山と谷を備えている、［１］に定められた血管内プロ
テーゼ送り届けデバイス。
　［３］　前記少なくとも一つの縦ストラットは、第一の周囲リングの第一の谷を、第一
の周囲リングに隣接している第二の谷に第二の周囲リングに連結している、［２］に定め
られた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［４］　前記少なくとも一つの縦ストラットは、前記第一の谷の中間点に連結している
、［３］に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［５］　前記少なくとも一つの縦ストラットは、前記第二の谷の中間点に連結している
、［３］に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［６］　前記少なくとも一つの縦ストラットは、（ｉ）前記第一の谷の中間点と（ｉｉ
）前記第二の谷の中間点に連結している、［３］に定められた血管内プロテーゼ送り届け
デバイス。
　［７］　前記第一の周囲リングと前記第二の周囲リングはおのおの、少なくとも一対の
交互の山と谷を備えている、［３］～［６］のいずれか一つに定められた血管内プロテー
ゼ送り届けデバイス。
　［８］　前記第一の周囲リングと前記第二の周囲リングはおのおの、少なくとも二対の
交互の山と谷を備えている、［３］～［６］のいずれか一つに定められた血管内プロテー
ゼ送り届けデバイス。
　［９］　各山に対して縦ストラットを備えている、［２］～［８］のいずれか一つに定
められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［１０］　各谷に対して縦ストラットを備えている、［２］～［８］のいずれか一つに
定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［１１］　第一の周囲リングまたは前記第二の周囲リングの各対の交互の山と谷に対し
て縦ストラットを備えている、［７］～［８］のいずれか一つに定められた血管内プロテ
ーゼ送り届けデバイス。
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　［１２］　前記第一の周囲リングと前記第二の周囲リングはおのおの、一対の交互の山
と谷を備えている、［３］～［６］のいずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届
けデバイス。
　［１３］　前記第一の周囲リングと前記第二の周囲リングを二つの縦ストラットが相互
連結している、［１２］に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［１４］　前記複数の周囲リングは、第一の周囲リングと、前記第一の周囲リングから
軸方向に離間した第二の周囲リングと、前記第二の周囲リングから軸方向に離間した第三
の周囲リングを備えている、［２］～［１３］のいずれか一つに定められた血管内プロテ
ーゼ送り届けデバイス。
　［１５］　前記第一の周囲リングと前記第三の周囲リングは、前記チューブ状部材の直
径の約１００％から約３００％までの範囲内にある距離で離間している、［１４］に定め
られた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［１６］　前記第一の周囲リングと前記第三の周囲リングは、前記チューブ状部材の直
径の約１７５％から約２２５％までの範囲内にある距離で離間している、［１４］に定め
られた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［１７］　前記第一の周囲リングと前記第三の周囲リングは、前記チューブ状部材の直
径の約２００％である距離で離間している、［１４］に定められた血管内プロテーゼ送り
届けデバイス。
　［１８］　前記多孔表面は、近位多孔部分と、を有していて、前記近位多孔部分の遠位
に配置された遠位多孔部分を有している、［１］～［１７］のいずれか一つに定められた
血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［１９］　前記遠位多孔部分に配置された第一の縦ストラットと、前記近位多孔部分に
配置された第二の縦ストラットを備えており、ただし、前記第一の縦ストラットの第一の
縦ストラット周囲幅は、前記第二の縦ストラットの第二の縦ストラット周囲幅よりも小さ
い、［１８］に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［２０］　前記第一の縦ストラット周囲幅と前記第二の縦ストラット周囲幅はおのおの
、約０．００１０ｉｎから約０．０５００ｉｎまでの範囲内にある、［１９］に定められ
た血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［２１］　前記第一の縦ストラット周囲幅と前記第二の縦ストラット周囲幅はおのおの
、約０．００３５ｉｎから約０．０３００ｉｎまでの範囲内にある、［１９］に定められ
た血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［２２］　前記第一の縦ストラット周囲幅と前記第二の縦ストラット周囲幅はおのおの
、約０．００４５ｉｎから約０．０１５０ｉｎまでの範囲内にある、［１９］に定められ
た血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［２３］　前記第一の縦ストラット周囲幅は、約０．００１０ｉｎよりも大きく、前記
第二の縦ストラット周囲幅は、約０．０５００ｉｎよりも小さい、［１９］～［２２］の
いずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［２４］　前記第一の縦ストラット周囲幅は、約０．００３５ｉｎよりも大きく、前記
第二の縦ストラット周囲幅は、約０．０３００ｉｎよりも小さい、［１９］～［２２］の
いずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［２５］　前記第一の縦ストラット周囲幅は、約０．００４５ｉｎよりも大きく、前記
第二の縦ストラット周囲幅は、約０．０１５０ｉｎよりも小さい、［１９］～［２２］の
いずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［２６］　前記遠位多孔部分に配置された第一の周囲リングと、前記近位多孔表面に配
置された第二の周囲リングを備えており、前記第一の周囲リングの第一の軸方向幅は、前
記第二の周囲リングの第二の軸方向幅よりも小さい、［１８］～［２５］のいずれか一つ
に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［２７］　前記第一の軸方向幅と前記第二の軸方向幅はおのおの、約０．００１０ｉｎ
から約０．０４５０ｉｎまでの範囲内にある、［２６］に定められた血管内プロテーゼ送
り届けデバイス。
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　［２８］　前記第一の軸方向幅と前記第二の軸方向幅はおのおの、約０．００４０ｉｎ
から約０．０３２５ｉｎまでの範囲内にある、［２６］に定められた血管内プロテーゼ送
り届けデバイス。
　［２９］　前記第一の軸方向幅と前記第二の軸方向幅はおのおの、約０．００５０ｉｎ
から約０．０２５０ｉｎまでの範囲内にある、［２６］に定められた血管内プロテーゼ送
り届けデバイス。
　［３０］　前記第一の軸方向幅は約０．００１０ｉｎよりも大きく、前記第二の軸方向
幅は約０．０４５０ｉｎよりも小さい、［２６］～［２９］のいずれか一つに定められた
血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［３１］　前記第一の軸方向幅は約０．００４０ｉｎよりも大きく、前記第二の軸方向
幅は約０．０３２５ｉｎよりも小さい、［２６］～［２９］のいずれか一つに定められた
血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［３２］　前記第一の軸方向幅は約０．００５０ｉｎよりも大きく、前記第二の軸方向
幅は約０．０２５０ｉｎよりも小さい、［２６］～［２９］のいずれか一つに定められた
血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［３３］　前記遠位多孔部分に配置された第一の一対の隣接周囲リングと、前記近位多
孔表面に配置された第二の一対の周囲リングを備えており、ただし、前記第一の一対の隣
接周囲リングの間の第一の最小距離は、前記第二の一対の隣接周囲リングの間の第二の最
小距離よりも大きい、［１８］～［３２］のいずれか一つに定められた血管内プロテーゼ
送り届けデバイス。
　［３４］　前記第一の最小距離と前記第二の最小距離は両方とも、約０．００１０ｉｎ
から約０．０２５０ｉｎまでの範囲内にある、［３３］に定められた血管内プロテーゼ送
り届けデバイス。
　［３５］　前記第一の最小距離と前記第二の最小距離は両方とも、約０．００２５ｉｎ
から約０．０１９０ｉｎまでの範囲内にある、［３３］に定められた血管内プロテーゼ送
り届けデバイス。
　［３６］　前記第一の最小距離と前記第二の最小距離は両方とも、約０．００４０ｉｎ
から約０．０１５０ｉｎまでの範囲内にある、［３３］に定められた血管内プロテーゼ送
り届けデバイス。
　［３７］　前記第一の最小距離は、約０．０２５０ｉｎよりも小さく、前記第二の最小
距離は、約０．００１０ｉｎよりも大きい、［３３］～［３６］のいずれか一つに定めら
れた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［３８］　前記第一の最小距離は、約０．０１９０ｉｎよりも小さく、前記第二の最小
距離は、約０．００２５ｉｎよりも大きい、［３３］～［３６］のいずれか一つに定めら
れた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［３９］　前記第一の最小距離は、約０．０１５０ｉｎよりも小さく、前記第二の最小
距離は、約０．００４０ｉｎよりも大きい、［３３］～［３６］のいずれか一つに定めら
れた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［４０］　前記遠位多孔部分に配置された第一の一対の隣接周囲リングと、前記近位多
孔表面に配置された第二の一対の隣接周囲リングを備えており、ただし、前記第一の一対
の隣接周囲リングの間の第一の最大距離は、前記第二の一対の隣接周囲リングの間の第二
の最大距離よりも大きい、［１８］～［３９］のいずれか一つに定められた血管内プロテ
ーゼ送り届けデバイス。
　［４１］　前記第一の最大距離と前記第二の最大距離は両方とも、約０．００５０ｉｎ
から約０．０４００ｉｎまでの範囲内にある、［４０］に定められた血管内プロテーゼ送
り届けデバイス。
　［４２］　前記第一の最大距離と前記第二の最大距離は両方とも、約０．００７５ｉｎ
から約０．０３６５ｉｎまでの範囲内にある、［４０］に定められた血管内プロテーゼ送
り届けデバイス。
　［４３］　前記第一の最大距離と前記第二の最大距離は両方とも、約０．００９０ｉｎ
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から約０．０３３０ｉｎまでの範囲内にある、［４０］に定められた血管内プロテーゼ送
り届けデバイス。
　［４４］　前記第一の最小距離は、約０．０４００ｉｎよりも小さく、前記第二の最小
距離は、約０．００５０ｉｎよりも大きい、［４０］～［４３］のいずれか一つに定めら
れた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［４５］　前記第一の最小距離は、約０．０３６５ｉｎよりも小さく、前記第二の最小
距離は、約０．００７５ｉｎよりも大きい、［４０］～［４３］のいずれか一つに定めら
れた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［４６］　前記第一の最小距離は、約０．０３３０ｉｎよりも小さく、前記第二の最小
距離は、約０．００９０ｉｎよりも大きい、［４０］～［４３］のいずれか一つに定めら
れた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［４７］　前記遠位部分に取り付けられた血管内プロテーゼ連結部分をさらに備えてい
る、［１］～［４６］のいずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［４８］　前記血管内プロテーゼ連結部分は、前記血管内プロテーゼへの連結のための
中間セクションおよび遠位セクションを備えている少なくとも一つの細長いセクションを
備えている、［４７］に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［４９］　前記中間セクションおよび前記遠位セクションの少なくとも一つは、前記血
管内プロテーゼ送り届けデバイスの縦軸に対して角度が付けられている、［４７］に定め
られた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［５０］　前記中間セクションおよび前記遠位セクションは両方とも、前記血管内プロ
テーゼ送り届けデバイスの縦軸に対して角度が付けられている、［４７］に定められた血
管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［５１］　前記中間セクションおよび前記遠位セクションは、互いに対して角度が付け
られている、［４８］～［５０］のいずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届け
デバイス。
　［５２］　前記血管内プロテーゼ連結部分は、第一の細長いセクションと第二の細長い
セクションを備えている一対の細長いセクションを備えている、［４８］に定められた血
管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［５３］　前記第一の細長いセクションは、それの遠位端に配置された血管内プロテー
ゼ第一取り付け部分を備えている、［５２］に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバ
イス。
　［５４］　前記血管内プロテーゼ第一取り付け部分は、血管内プロテーゼに配置された
第一の雄雌連結システムの第二の半体を受けるための前記第一の雄雌連結システムの第一
の半体を備えている、［５３］に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［５５］　前記第一の雄雌連結システムの前記第一の半体は、第一の雄部分を備えてい
る、［５３］に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［５６］　前記第一の雄雌連結システムの前記第二の半体は、第一の雌部分を備えてい
る、［５４］～［５５］のいずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス
。
　［５７］　前記第一の雄雌連結システムの前記第一の半体は、第一の雌部分を備えてい
る、［５４］に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［５８］　前記第一の雄雌連結システムの前記第二の半体は、第一の雄部分を備えてい
る、［５４］または［５７］のいずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバ
イス。
　［５９］　前記第一の雄雌連結の前記第一の半体は、第一の血管内プロテーゼ取り外し
部材を受けるように構成されている、［５４］～［５８］のいずれか一つに定められた血
管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［６０］　前記第一の雄雌連結の前記第二の半体は、第一の血管内プロテーゼ取り外し
部材を受けるように構成されている、［５４］～［５８］のいずれか一つに定められた血
管内プロテーゼ送り届けデバイス。
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　［６１］　前記第一の雄雌連結の前記第一の半体と前記第二の半体は、第一の血管内プ
ロテーゼ取り外し部材を受けるように構成されている、［５４］～［５８］のいずれか一
つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［６２］　前記第一の血管内プロテーゼ取り外し部材は、第一のワイヤー部材を備えて
いる、［５９］～［６１］のいずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイ
ス。
　［６３］　前記第二の細長いセクションは、それの遠位端に配置された血管内プロテー
ゼ第二取り付け部分を備えている、［５２］～［６２］のいずれか一つに定められた血管
内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［６４］　前記血管内プロテーゼ第二取り付け部分は、血管内プロテーゼに配置された
第二の雄雌連結システムの第二の半体を受けるための前記第二の雄雌連結システムの第一
の半体を備えている、［６３］に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［６５］　前記第二の雄雌連結システムの前記第一の半体は、第二の雄部分を備えてい
る、［６４］に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［６６］　前記第二の雄雌連結システムの前記第二の半体は、第二の雌部分を備えてい
る、［６４］～［６５］のいずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス
。
　［６７］　前記第二の雄雌連結システムの前記第一の半体は、第二の雌部分を備えてい
る、［６４］に定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［６８］　前記第二の雄雌連結システムの前記第二の半体は、第二の雄部分を備えてい
る、［６４］または［６７］のいずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバ
イス。
　［６９］　前記第二の雄雌連結の前記第一の半体は、第二の血管内プロテーゼ取り外し
部材を受けるように構成されている、［６４］～［６８］のいずれか一つに定められた血
管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［７０］　前記第二の雄雌連結の前記第二の半体は、第二の血管内プロテーゼ取り外し
部材を受けるように構成されている、［６４］～［６８］のいずれか一つに定められた血
管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［７１］　前記第一の半体と前記第二の雄雌連結の前記第二の半体は、第二の血管内プ
ロテーゼ取り外し部材を受けるように構成されている、［６４］～［６８］のいずれか一
つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［７２］　前記血管内プロテーゼ取り外し部材は、ワイヤー部材を備えている、［６９
］～［７１］のいずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバイス。
　［７３］　前記第一の細長い部分は、前記第二の細長い部分よりも大きい縦全長を有し
ている、［５２］～［７２］のいずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバ
イス。
　［７４］　前記第二の細長い部分は、前記第一の細長い部分よりも大きい縦全長を有し
ている、［５２］～［７２］のいずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届けデバ
イス。
　［７５］　前記第一の細長い部分と前記第二の細長い部分は、実質的に等しい縦全長を
有している、［５２］～［７３］のいずれか一つに定められた血管内プロテーゼ送り届け
デバイス。
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